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建 築 改 修 工 事 仕 様 書

Ⅰ　工 事 概 要

　１　工　事　場　所

　２　地　域　地　区　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４　建　物　用　途

　５　棟　別　概　要

　３　敷　地　面　積　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

１

２

３

４

５

６

７

合　　　　　　計

建　物　名　称 建築種別 階数
消防法

の区分
Ｎｏ． 延面積（㎡）建築面積（㎡）構　造

Ⅱ　工 事 仕 様

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

１　適用基準等

　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・ 公共住宅標準詳細設計図集（第４版）

　　　　　　　　　　　　　　　　公共住宅事業者等連絡協議会監修

　 　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人公共建築協会 編集

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 工事写真撮影ガイドブック

＊ 営繕工事写真撮影要領（平成２８年版）による

　 建築工事編及び解体工事編　平成３０年版　

２）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

３）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

４）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

５）安定的な供給及び保守等の営業体制が整えられていること。

２　材料の品質等 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する

ものとし、ＪＩＳ及びＪＡＳマーク表示のない材料及びその製造業者

ただし、使用量の少ないもの、簡易な材料又は品質を証明する資料の

の承諾を受けて証明資料の提出を省略することができる。

等は、次の１）～６）の事項を満たすものとする。

入手困難なもの等については、次の１）～６）を考慮の上、監督職員

６）材料及び接着剤等のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

なお、商品名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使

用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける

ものとする。

　　　　　 ・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

　　　　　 ・ 印の無い場合は、 ＊ 印のあるものを適用する。

　２　特　記　事　項

　　（１） 図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　（２） 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事

　　　　　 はそれぞれの工事仕様書を適用する。

　　（１） 章及び項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　（２） 特記事項は ・ 印を適用する。

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針（平成３１年２月８日変更閣議決定）」に定める

特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の

基準を満たすものとする。

＊ 技能士制度の趣旨を十分理解の上、積極的な活用に努めること。

測定化学物質名：

下記により測定し、その結果を監督職員に報告する。

　・ ホルムアルデヒド　 ・ トルエン　 ・ キシレン   

測定対象室：

測定箇所：　　　箇所

　　（ただし書きによる測定方法を含む）

　・ 住宅性能表示制度に基づく測定方法

　・ 学校施設の工事における環境衛生検査の濃度測定要領

　・ 営繕工事におけるホルムアルデヒド等測定要領

　・ エチルベンゼン　 ・ スチレン　 ・ パラジクロロベンゼン

測定方法：

測定時期：

　・ 施工前　　・ 施工後

　１　共　通　事　項

また、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性

能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写

しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

ただし、社団法人公共建築協会編集・発行「建築材料・設備機材等品

所定の品質及び性能を有しているものとする。

登 録 技 術 適　用　箇　所

　　及び製品

　 用する。

・ しまね・ハツ・建設ブランドに登録された下記工法又は製品を使

改修標準仕様書及び標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法

は、監督職員の承諾を受けて、当該製品指定工法によることができる。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

詳細は現場説明書による

・ 現場において再利用を図るもの

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊ 配置する

・ 引き渡しを要するもの

　 資格等は監指表１．３．２及び監指表１．３．３による

産業廃棄物の処理及び再資源化を図るものは下記による

項　目 品　目

　 及び鉄から

　 成る建設資材

・ 木材

備　考

（再資源化

の有無等）

有

有

有

（有・無）

処分費

（有・無）

区間

ＤＩＤ

（Ｋｍ）

距離

設資材

特定建

・ コンクリート塊

・ アスファルト塊

・ コンクリート

・ 石綿含有吹付け材

・ 石綿含有保温材

・ 石綿含有成形板

・ ＰＣＢ含有建材

搬 出 場 所

廃棄物

理産業

特別管

３　環境への配慮

４.特別な材料の工法

５.電気保安技術者

６.施 工 条 件

７.発生材の処理等

質性能評価事業　建築材料等評価名簿（最新版）」及び「同設

備機材等評価名簿（最新版）」に記載されたものについては、

11.技能士の適用

12.化学物質の濃度

　　測定

　　 　　　３月改定〕」（以下「標準仕様書」という）による。

　　　　　 監修「建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版〔令和４年３月改定〕」

　　　　　 （以下「改修標準仕様書」という）による。ただし、改修標準仕様書に規定されて

＊ 建築工事標準詳細図（令和４年版）

　　（３） 特記事項に記載の[　 ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目・図または表を示す。

　　　　　 特記事項に記載の( 　)表示番号は、標準仕様書の当該項目・図または表を示す。

１
　
一
般
共
通
事
項

　［1.3.3］

　［1.3.5］

　［1.3.12］

　［1.7.2］

　　［1.7.9］

既存部分の養生方法 　 

　・ ビニルシート　　・ 合板　　・ 図示による

既存家具等の養生方法

備品等の移動　 ・ 図示による

　・ ビニルシート等による　　・ 図示による

既存ブラインド、カーテン等の養生

　養生方法　　・ 取り外し　　・ 図示による

　保管場所：　　　　　　　　　

３　既存部分の養生

　［2.3.1］

２　足　場　等 「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成２１年

４月策定）」による。

外部足場

　・ 範囲（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・ 図示による 　　・　設置しない

　 　　外部足場の種類

　　　　（ ・     　　　　　　　　 ・ 図示による ）

　［2.2.1］

内部足場 

　・ 範囲（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・ 図示による 　　・　設置しない

　　　 内部足場の種類

　　　　（ ・ 脚立、足場板等   ・ 枠組足場 

　　　　　 ・ 移動式足場　　   ・ 図示による ）

　・ Ａ種　 ・ Ｂ種　 ・ Ｃ種　 ・ Ｄ種　 ・ Ｅ種

材料、撤去材等の運搬方法 　　　　　　　　　　（表２．２．１） 

　　対策

１　騒音・粉じん等の 騒音・粉じん等の対策　　

・ 防音パネル　　・ 防音シート　　・　　　　　　　　　　

防音パネル、防音シートを取り付ける足場の設置範囲

＊ 工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　　　　　

２
　
仮
設
工
事

　［2.1.3］

　　　　　 いる項目以外は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版〔令和４年

提出部数

　　表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上げ））

　　製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版 ）白焼

 ＊ 竣工図
複
写
図

品　名　・　仕　様

仕様は、島根県建築工事完成図取扱要領による。

下記のものを、竣工後１５日以内に提出する。

下記のものを提出する。

提出部数

＊ ８０×１２０ 程度

外部全景

＊ １２０×１７０ 程度

その他

＊ ８０×１２０ 程度

（ＣＤ－Ｒ等）

＊ カラー

＊ カラー

完成写真

工 事 中

写 真

（着工前含）

電子データ デジタルカメラを使用した場合は、工事中写真及び

完成写真のデータを記録したＣＤ－Ｒ等を提出する。

分　　　類区　　分

仕様は、島根県建築工事写真取扱要領による。
サイズ（㎜）

書　　　類　　　名

 機器取扱い説明書

 建築物等の利用に関する説明書

 （建築物等の利用に関する説明書作成要領による）

 機器性能試験成績書

提出部数

（注）フィルムカメラを使用する場合は監督職員と協議する。

 その他監督職員が指示するもの

 建築物等の利用に関する説明書の電子データ（ＣＤ－Ｒ等） ＊ １部

 官公署等届出書類

＊ １部

・ 　部

完成図の作成のため以外に使用してはならない。

にある。なお、貸与されたデータは、当該工事における施工図又は

製本の取りまとめについては監督職員の指示による。

13.工 事 写 真

14.完　成　図

15.保全に関する資料

　　［1.9.3］

「島根県営繕工事等情報共有システム実施要領」に基づき、情報共有

システムを利用した場合は、情報共有システムで処理を行った書式一

式を、工事完成時に電子媒体（CD-R等）で納品することを基本として

受発注者間協議により決定する。

・　　　　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　　　　

16　情報共有システム

17.関連他工事

下記の者に、労働安全衛生法第３０条第２項に基づく指名を行う。

・ 本工事の受注者

・ 関連他工事の受注者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　指名

提出した施工図及び施工計画書の著作に関わる当該建物における

使用権は発注者に委譲するものとする。　　施工計画書

　［1.2.2、3］

（大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則第3条及び第4条の2)

監督署長並びに都道府県知事等への報告を行うこと。

受注者は以下の規定に基づき、特定建築材料等の有無を事前に調査し、発

注者へ書面により説明すること。併せて調査結果の掲示及び所管労働基準

　・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 分析調査（定性分析）を行い、結果を報告する。

　・ 試料採取箇所（　　　　　　　　）　　　試料数（　　　）

・ 図示による　　・　　　　　　　　　　　　　　　

同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）令和３年版」による。

耐震安全性については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び

建築非構造部材　・A類　・B類

建築設備　・甲類　・乙類

　構造体　・Ⅰ類　・Ⅱ類　・Ⅲ類

特定室　（　　　　　　　）

※記載のない室は一般室とする。

基準に基づき定められた区分等

建築基準法に基づき定められた区分等

　基準風速 Ｖ０（ｍ／ｓ）

　　　　　・ ３０

　　　　　・ ３２（旧益田市、旧匹見町、旧日原町、隠岐郡）

　　　　　・ ３４（旧津和野町、旧柿木村、旧六日市町）

　地表面粗土区分　 ・ Ⅰ　 ・ Ⅱ　 ・ Ⅲ　 ・ Ⅳ

　積雪荷重　 告示第１４５５号、島根県建築基準法施行細則による

分析調査

・ ＰＣＢを含む可能性のある機器類

　　現場にてサンプルを採取し、含有の有無を分析する。

　　　採取場所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　採取機器　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　採取箇所数　（　　　　　）

・ 廃油の種別

　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。

　　　採取箇所数　部材が異なる毎に１箇所

・ 廃酸又は廃アルカリの種別

　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。

　　　採取箇所数　部材が異なる毎に１箇所

・　ダイオキシン類

　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。

　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

    　採取箇所数　（　　　　　）

・　塗膜塗料に含まれる有害物質

　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。

　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　有害物質の種類　　・ＰＣＢ　　・鉛　　・クロム

    　採取箇所数　（　　　　　）

18.特定元方事業者の

19.施工図及び

20.事前調査等

21.撤 去 部 分

22　耐震措置

23.耐荷重及び耐外力

24.施工計画調査

機能の停止が許されない室　（　　　　　　　）

27,178.183

病院

病院 既存 S,RC,SRC 地上5階 6項イ 6,669.210 24,447.740

養生シート

スタッフ室、HCU室

2

病院内指定場所

その他　17棟

8,099.620 25,771.850

島根県雲南市大東町飯田地内

都市計画区域内 第一種住居地域 法22条地域

その他

 　   　取扱いは「建築工事における交通誘導員等の取扱い基準」

（営繕課HP掲載）による

配置する位置は別に図示する。

名　　称

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

交通整理員　

交通安全管理の必要な作業等

　　　  交通整理員については資格を問わない。

　（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、

人・日数

以下のとおり、交通の誘導に係る業務に従事する者を配置すること。８.交通安全管理

１）本工事の施工に先立ち、施工数量調査を行う。 

２）施工数量調査後、監督職員に報告書を提出する。

３）調査結果を考慮し、施工計画を作成する。

調査方法　　・　　　　　　　　・ テストハンマーによる打診

報告書の提出部数　 ＊ １部

調査範囲　　・　　　　　　　　・ 外壁（庇共）　 

・　　　　　　　　　　　　　　　

９.施工数量調査

　　破壊部分の

10.調査のための

　　補修方法

４ 資機材搬入・搬出及び荷揚作業等

　［1.3.9］

　［1.5.2］

　　［1.6.3］

・ 廃プラ

・ 廃石膏ボード

・ 金属くず

・ ガラス陶磁器くず

・ 繊維くず

雲南市加茂町

出雲市宇那手町

出雲市宇那手町

出雲市宇那手町

出雲市斐川町

出雲市宇那手町

有

有

有

有

有

有

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

 6.6

21.0

21.0

21.0

13.9

21.0

　１　部

１　部

１　部

２　部

＊ 電子データ（ＰＤＦデータ、ＣＡＤデータ、施工図）（ＣＤ－Ｒ等） １ 部

設計に関するＣＡＤデータを貸与するが、著作権者は、　 雲南市

出雲市宇那手町 有無 無21.0・ 保温材くず

無 有出雲市稗原町 16.3



章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

４　仮設間仕切り 種別　　・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種　　　　 （表２．３．１）

　Ａ種、Ｂ種の表面板　 　

　　・ 石膏ボード（ｔ＝９．５㎜）　 ・ 合板（ｔ＝９㎜）

　Ａ種、Ｂ種の片面塗装等 

 　 ・ 行う（仕様　　　　　　　　　　　　）　・ 行わない

仮設扉の種別

　・　　　　　　　　　　　・ 木製（合板張り程度）

面　積：　　　　㎡程度

仕上げ：

設　備：

備　品：

設置する５　監督員事務所

構内既存の施設

　　その他 工事用水　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

工事用電力　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

設置箇所、材質、構造及び設置期間は図示による。

設置範囲　　・ 図示の位置　　・ 外部足場全面

養生シートの種別

　・ 養生シート

　　　・ 防炎Ⅰ類　　・ 防炎Ⅱ類

　・ ネット状養生シート

　　　・ 防炎Ⅰ類　　・ 防炎Ⅱ類

設置箇所、材質、構造及び設置期間は図示による。

　・ 　　　　　　　　　　　

６　現場事務所

７　工事用電力、水、

８　仮囲い及び出入口

９　養生シート

設置できる

（ ・ 敷地内　・ 敷地外（設置可能場所：　　　　　　　　　））

＊ 工事用看板

・ 工事用標示板

　　　（表示板１，４００㎜×５００㎜用）　　　　　２台

＊ 工事用バリケード　　　　　　　　　　　　 　　　５台

（注）取り扱いは平成２５年３月８日付営第９４５号による

　　　（表示板１，４００㎜×１，１００㎜用）　　　　台

10　洗　車　場

11　木製安全施設製品

　　（県産木材製品）

　［2.3.2］

　［2.4.1］

1　降雨等に対する

　 養生方法

3　ルーフドレン回り

・ 

既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　　　　　　　　　・ 行わない 

　　　　　　　　　・ 行わない

　　　　　　　　　・行わない 

　　　　　　　　　・ 行う（ ・ M4AS　　・ M4ASI　　・ M4C

　　                        ・ M4DI　　・ L4X）

設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等

P0S工法及びP0SI工法（機械的固定工法）の既存保護層を撤去し

防水層を非撤去とした立上り部等の処置

改修用ドレン　　・ 設ける　　・ 設けない

　材質（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4  既存下地の処置

2  既存防水の処理

　＊ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による　・ 

＊ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。

　　の処理

３
　
防
水
改
修
工
事

[3.1.3]

[3.1.4]

[3.2.3、4、6]

　［3.2.5］

［3.2.6］

　・

や丸環の取付け部、塔屋出入口部、防水層末端部の納まり部の処理

  ＊ 図示による。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する

　＊ 図示による　　・　

既存保護層の撤去　・ 行う（範囲　＊ 図示による　・　　　　　） 

既存防水層の撤去　・ 行う（範囲　＊ 図示による　・　　　　　） 
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新規に建具を設ける場合

・ 外部

・ 内部

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・・ ｽﾃﾝﾚｽ製建具

・ 鋼製軽量建具

・ 鋼製建具

・ 樹脂製建具

・ アルミ製建具

撤去工法かぶせ工法 適用箇所

2　防火戸

防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸とヒューズ装置、熱感知器又

は煙感知器との連動

　・連動させない

3　見本の製作等 建具見本の製作　　・行う　　・行わない

特殊な建具の仮組　・行う　　・行わない

4　防犯建物部品

5　アルミニウム製建具 性能値等

・ 耐風圧性の等級(　　)、気密性の等級(　　)、水密性の等級(　　)

  　　外部に面する建具の種別

形状及び仕上げ

　＊ 改修標準仕様書表5.2.1による種別

　　断熱ドア、断熱サッシ  断熱性の等級（　　　　　　　　）

ステンレス鋼板の材料　＊ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　　・　

　表面処理 

  　外部に面する建具

　　　種別　・ BB-1種　・ BB-2種  ・ 　

  　屋内の建具

　　　種別　・ BC-1種　・ BC-2種　・ 

取付工法

　木下地の場合の内付け建具　　・ 適用しない　・ 適用する

6　網戸等

・ ｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製 

・ ステンレス（SUS316）製 

・ ・ 

材質 線径

＊ 合成樹脂製 ＊ 0.25mm以上 ＊ 16～18ﾒｯｼｭ

ステンレス（SUS304）線材 1.5ｍｍ 網目寸法15mm

網目種類

・防虫網

・防鳥網

7　樹脂製建具 性能値等

・ 耐風圧性の等級(　　)、気密性の等級(　　)、水密性の等級(　　)

  　　外部に面する建具の種別

　　　　・ Ｈ－４　・ Ｈ－５　・ Ｈ－６　・ Ｈ－７　・ Ｈ－８

　　防音ドア、防音サッシ　　遮音性の等級　・Ｔ-１・Ｔ-２

　・

形状及び仕上げ

取付工法

　木下地の場合の内付け建具　　・ 適用しない　・ 適用する

　＊ 改修標準仕様書表5.2.1による種別

　　断熱ドア、断熱サッシ  　断熱性の等級

表面色　　標準色　　・ 特注色

ガラス　　＊ 複層ガラス　　・　

　鋼板類の厚さ　＊ 改修標準仕様書表5.4.2による　　・　

　　　　　　　　使用箇所（　　　　　）

　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板を用いる場合　＊ ＨＬ以上

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板の材料　＊ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　・　

　断熱ドア、断熱サッシ  　　断熱性の等級（ 　 　　　　　 ）

形状及び仕上げ

くつずりの仕上げ

　建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による

耐震性能

　耐震ドア　　　　　　　　　面内変形追従性の等級（　　 　　　）

　防音ドア、防音サッシ　　　遮音性の等級（ 　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ Ｓ－６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ Ｓ－５

　外部に面する面する建具の耐風圧性　・ Ｓ－４

　　　　　　　　　　　　水密性の等級　・ Ｗ－１

　簡易気密型ドアセット　気密性の等級　・ Ａ－３

8　鋼製建具

召合せ、縦小口包み板の材質　＊ 鋼板　　・　

　＊亜鉛めっき鋼板　・ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼板　・ｶﾗｰ鋼板　・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

　鋼板類の厚さ　＊ 改修標準仕様書表5.5.1による　　・　

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板の材料　＊ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　・　

　断熱ドア、断熱サッシ   　断熱性の等級（ 　 　　　　　 ）

鋼板の材料

形状及び仕上げ

　　　　　　　　使用箇所（　　　　　）

　耐震ドア　　　　　　　　　面内変形追従性の等級（　　 　　　）

　防音ドア、防音サッシ　　　遮音性の等級（ 　　　　　　　）

　簡易気密型ドアセット　・適用する

9　鋼製軽量建具

10　ｽﾃﾝﾚｽ製建具

　簡易気密型ドアセット　・ 適用する

　外部に面する面する建具の耐風圧性　・ Ｓ－４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ Ｓ－５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ Ｓ－６

　防音ドア、防音サッシ　　　遮音性の等級（ 　　　　　　　）

形状及び仕上げ

工法

　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板の曲げ加工

　断熱ドア、断熱サッシ 　　 断熱性の等級（ 　 　　　　　 ）

　表面仕上げ　＊ ＨＬ　・ 鏡面仕上げ　・ 

　　　＊ 普通曲げ　・ 角出し曲げ( ･ a角　・ b角　・ c角）

11　建具用金物 金物の種類及び見え掛り部の材質等 

金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ

樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ

木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ

握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置

　＊ 改修標準仕様書表5.8.2による　　・　

　＊ 改修標準仕様書表5.8.3による　　・ 

　＊ 標準仕様書表5.8.4による

12　鍵 マスターキー

鍵の製作本数

鍵箱　　・ 設ける（　　　　個用　　組）　・ 設けない

13　自動ドア開閉装置 引き戸用駆動装置

　性能

　　・　

　　　種類　　・ SSLD-1　　・ SSLD-2　　・ DSLD-1　　・ DSLD-2 

車椅子使用者用便房出入口引き戸用駆動装置

　性能

　引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目

　・

引き戸用検出装置

　性能

　種類　・光線(反射)ｾﾝｻｰ　・熱線ｾﾝｻｰ　・音波ｾﾝｻｰ　・光電ｾﾝｻｰ

　　　　・ 電波ｾﾝｻｰ　・ ﾀｯﾁｽｲｯﾁ　・ 押し釦ｽｲｯﾁ

　　　　ﾀｯﾁｽｲｯﾁの種類

　　　　　　・ 無線式ﾀｯﾁｽｲｯﾁ　・ 光線式ﾀｯﾁｽｲｯﾁ

　　　　車椅子使用者用便房ｽｲｯﾁの種類

　　　　　　・ 大形(開・閉)押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ　・非接触ｽｲｯﾁ

防錆　　・ 適用する　　・ 適用しない 

凍結防止措置　　・ 適用する　　・ 適用しない 

シャッターの種類　　・ 管理用シャッター

14　自閉式上吊り引戸

　　装置

15　重量シャッター

　　　　　　　   　 ・ 外壁用防火シャッター

　　　　　　　   　 ・ 屋内用防火シャッター

　　　　　　　　　　・ 防煙シャッター

安全装置

外壁開口部に設ける重量ｼｬｯﾀｰの耐風圧強度(　　　　　　)Pa

急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動ｼｬｯﾀｰの設置箇所

　　＊ 改修標準仕様書表5.9.3による

性能等　＊ 改修標準仕様書表5.10.1による　　・　

開閉方式の種類　＊ 電動式（手動併用）　・ 手動式

　　＊ 改修標準仕様書表5.9.2による

　　＊ 改修標準仕様書表5.9.1による

　＊ 各室３本１組（室名札付き）　　・　

　＊ 製作する（　　　　組）　・ 製作しない　・ 既存に組込む

＊図示による・　　

＊図示による・　　

＊図示による・　　

＊図示による・　　

＊図示による・　　

＊図示による・　　

・ 適用する　指定箇所（ ＊ 図示による　・　　　　　　　）

　＊連動させる　適用箇所（・図示による　　・　　　　　　　）

・ 適用する　適用箇所（ ＊ 図示による　・　　　　　　　）

性能値等（ ・ 図示による　　・　　　　　）

標準型鋼製建具の形状及び寸法　　＊図示による

標準型鋼製軽量建具の形状及び寸法　　＊図示による

木製建具に使用する戸車及びレール　＊標準仕様書表5.8.5による

　＊ 図示による　　・ 

　＊ 改修標準仕様書表5.8.1により適用は図示による　　・　 

戸の開閉方式　　＊ 図示による　　・　

　　　　・ A種(・ すべて・ 図示による・　　　　　)

　　　　・ B種(・ すべて・ 図示による・　　　　　)

　　　　・ C種(・ すべて・ 図示による・　　　　　)

　　防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級（　　　　　　　　）

                        （・ 図示による・　　　　）

                        （・ 図示による・　　　　）

　　　　・ A種(・ すべて・ 図示による・　　　　　)

　　　　・ B種(・ すべて・ 図示による・　　　　　)

　　　　・ C種(・ すべて・ 図示による・　　　　　)

                        （建具符号：・ 図示による・　　　　）

外部に面する建具の日射熱取得性の等級

        （・ 図示による・　　　　）

　枠の見込み寸法　　 ・図示による　　・　

　水切り板、ぜん板　　 ・図示による　　・　

　耐震ドア　　　　　　　　　面内変形追従性の等級（　　 　　　）

性能値等（・ 図示による　　・　　　　　　　　）

性能値等（・図示による　　・　　　　　　　　）

1　改修工法

［5.1.3］

［5.1.4］

［5.1.5］

［5.1.7］

［表5.2.2］

［5.2.2～5］

[5.2.3][5.3.3]

［5.2.2］

［5.3.2～5］

[5.9.2、3]

[5.8.4]

［5.2.2］

［5.4.2］

［5.6.2～5］

［5.7.2、3］

［5.2.2］

［5.5.2～4］

［5.2.2］

［5.4.2～4］

［表5.4.2］

[5.10.3]

[5.11.2、3]

　　　色合等　＊ 標準色(　　　　　　　)・ 特注色（　　　　　）

　　　色合等　＊ 標準色(　　　　　　　)・ 特注色（　　　　　）

ステンレス鋼板の材料　　＊ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　　 

・

建具の種類

　　壁部分の開口の開け方　　＊ 図示による　　・　

　　新規建具周囲の補修工法及び範囲　＊ 図示による　・ 

　枠の見込み寸法　 ＊ 図示による　・ 

結露水の処理方法　＊ 図示による　・ 

　水切り板、ぜん板　＊ 図示による　・ 

　＊ 図示による　　・　

管理用ｼｬｯﾀｰのｼｬｯﾀｰｹｰｽ　・ 設ける　・ 設けない

ｽﾗｯﾄ及びｼｬｯﾀｰｹｰｽ用鋼板

　　　　　　　　　・ JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき及び鋼帯）

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ、まぐさ、雨係に用いる座板及び座板のｶﾊﾞｰ、雨掛りに

用いるｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ類のふたの材質

16　軽量シャッター

耐風圧強度　（　　　　　）Ｎ／ｍ2

安全装置

障害物感知装置を設けた電動式ｼｬｯﾀｰの設置箇所

ｽﾗｯﾄの材質の種類

　・JISG3322（塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑー亜鉛合金めっき鋼板及び鋼板）

　　　　　　　　　　　　　・　

17　オーバーヘッドドア

　　12月28日建設省告示第2563号)に定める基準に適合するもの

　＊「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(昭和48年

　・　

屋内用防火ｼｬｯﾀｰ若しくは防煙ｼｬｯﾀｰの危害防止機構の設置箇所

　鋼板の種類　　　＊ JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　めっきの付着量　＊ Z12又はF12を満足するもの　　・　

　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板の材料　＊ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　　・ 

開閉方式の種類　＊ 手動式　・ 電動式（手動併用）

　＊JISG3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼板）

ｽﾗｯﾄの種類　＊ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形　・ ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ形

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ　　＊ 設ける　　・ 設けない

座板の材質（屋外の場合）　＊ ｽﾃﾝﾚｽ製既製品　　・　

　　 めっきの付着量（＊ Z06又はF06を満足するもの　・　　　　）

　 　めっきの付着量（＊ AZ90を満足するもの　　　・　　　　）

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ（中柱共）の材質　＊ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（SUS304）　厚さ1.0ｍｍ

[5.12.2～4]

[5.13.2、3]

　＊図示による　　・　

障害物感知装置を設けた電動式ｼｬｯﾀｰの設置箇所　＊ 図示による 
・　　　　

・ 125

・ 100

・ 75

・ 50

・ﾛｰﾍｯﾄﾞ系

・ﾊｲﾘﾌﾄ形

・ﾊﾞｰﾁｶﾙ形

強さの区分

・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形

セクション材料

・ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ

・ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀｲﾌﾟ

・電動式

・ﾁｪｰﾝ式

風圧力による

の材料

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

による区分

＊ ｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟ ＊ ﾊﾞﾗﾝｽ式 ＊溶融亜鉛

 めっき鋼板

電動式タイプで障害物感知装置を設ける箇所　＊図示による　・　　　　 

開閉方式

による区分 による区分

収納方式

縮尺 図面番号

A
一級建築士

設計者 法適合確認欄

設備設計一級建築士

病院事業 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事
一級建築士

第304913号

東本　貴弘

A1：
A3：

第395260号

加藤　朱莉島根県知事登録第（8）1817号

ナック建築事務所有限会社

工事名称 図面名称設計年月

2025.11 特記仕様書(2) - 02
-
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・ JAS 3079に基づく直交集積板

樹種名
接着性能

(使用環境)
種別品名

箇所

施工 強度

等級
寸法(mm)

7　合板等

・ JAS 0360に基づく構造用パネル

・ 構造用合板

・ 「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

・ 「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 

・ パーティクルボード

・ ミディアムデンシティファイバーボード（ＭＤＦ）

・適用する

・適用しない

防虫処理

・2類・

単板の

樹種名

厚さ

(mm)

・ 普通合板

防虫処理

・適用する

・適用しない

・適用する(　　　　)

・ ・適用しない

・1級 ・特類 ・

等級 板面の品質

強度等級
厚さ

(mm)

・適用する

・適用しない

厚さ

(mm)

・2類

接着の

程度

化粧加工

の方法

・特類 ・適用しない

・適用する

・・・

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

寸法(mm)等級

＊5.5 ＊1類

＊2級以上 ＊１類 ＊C-D以上

＊12

＊1類

＊Ｐ又はＭ＊13タイプ ＊15

・ 「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 

箇所

施工

化粧板に使用する

単板の樹種名

施工

箇所

施工箇所

施工箇所

厚さ

(mm)

施工

箇所

(mm)

厚さ

による区分

曲げ強さ

による区分

表裏面の状態

による区分

耐水性 難燃性

による区分

＊C-D以上

針葉樹

・1等

＊2等以上

広葉樹

・　

厚さ

箇所

施工

(mm)

・適用する

・適用しない

防虫処理

＊1類

・特類

単板の樹種名

による区分

表裏面の状態

による区分

曲げ強さ

による区分

接着剤

8　接合具等 造作材の化粧面の釘打ち

　・釘頭埋め木

　・釘頭現し

　・つぶし頭釘打ち

諸金物

　（標準仕様書 表6.5.3～5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度）

　・（形状：　　　寸法：　　　材質：　　　）

　＊隠し釘打ち

　＊かすがい、座金、箱金物、短冊金物

による区分

難燃性

表面性能 防虫処理

防虫処理

板面の品質
程度

接着の

程度

接着の

＊1類

18 木製建具 建具材の加工､組み立て時の含水率　＊ A種　　・ 

　表面材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等

・ ﾌﾗｯｼｭ戸

　 表面材の品質等 

規格等

・普通合板

・天然木化粧合板

・特殊加工化粧合板

・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨ

　ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ

　(MDF)

合板の種類

表面の樹種

  生地、透明塗料塗り 

　不透明塗料塗り 

板面の品質(・広葉樹1等　・　　　)

接着の程度(・1類　・2類)

樹種名(　　　　　　　　　) 

接着の程度(・1類　・2類) 

化粧加工の方法 

(・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　・ﾌﾟﾘﾝﾄ　・塗装) 

表面性能(          )ﾀｲﾌﾟ 

接着の程度(・1類　・2類)

表裏面の状態による区分(　　　　　)

曲げ強さによる区分(　　　　　)

接着剤による区分(　　　　　)

難燃性による区分(　　　　　)

備考

　(＊ﾗﾜﾝ合板程度　・　　　　　)

　(＊しな合板程度　・　　　　　)

　　 ＊標準仕様書16.7.2(2)(ｲ)(a)による

引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用

　　・ 適用する　・ 適用しない

  　かまち樹種（　　　　）　鏡板樹種（　　　　） 　　

・ かまち戸 

・ ふすま 

  　張りの種別（ ・ Ⅰ型　・ Ⅱ型） 　　

　　上張り(押入等の裏側以外)　・鳥の子

　　　　　　　　　　　　　　　・新鳥の子又はﾋﾞﾆﾙ紙程度

  　縁仕上げ　・塗り縁　・生地縁(素地)　・生地縁(ｳﾚﾀﾝｸﾘﾔｰ塗装)

表面板の厚さ　＊標準仕様書表16.7.6による　・ 　　

 　 見込み寸法　＊図示による　　・ 

・ 紙張り障子　　見込み寸法　＊図示による　　・ 

　　　　　　　　　　・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板)

　　　　　・鋼製枠(＊亜鉛ﾒｯｷ鋼板　・ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼板　・ｶﾗｰ鋼板

枠の材料　＊木製枠

  　見込み寸法　＊図示による　　・ 

・ 戸ぶすま　　見込み寸法　＊図示による　　・ 

くつずりの材料　＊ｽﾃﾝﾚｽ鋼板　　

19　ガラス 下記のガラス以外の品種、厚さの呼びによる種類等

合わせｶﾞﾗｽの材料板ｶﾞﾗｽの種類及び厚さの組み合わせ並びに合わせ

ｶﾞﾗｽの合計厚さ及び特性による種類

強化ｶﾞﾗｽの形状による種類、材料板ｶﾞﾗｽの種類による名称及び特性に

よる種類 

・ Ⅰ類　・ Ⅱ－１類

・ Ⅱ－２類　・ Ⅲ類

・ ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ ・ Ⅰ類　　・ Ⅲ類

・ ・ Ⅰ類　　・ Ⅲ類

材料板ガラス

材料板ガラスの種類、組合せ

・

材料板ｶﾞﾗｽの種類による名称

・ フロート強化ガラス

・ﾌﾛｰﾄ板、ﾌﾛｰﾄ板合わせｶﾞﾗｽ

ﾊﾞｯｸ衝撃特性による種類

破片の状態及びにｼｮｯﾄ

落球衝撃はく離特性並びにｼｮｯﾄﾊﾞｯｸ衝撃特性

による種類

熱線吸収板ｶﾞﾗｽの板ｶﾞﾗｽによる種類、厚さによる種類及び性能による

種類 

複層ｶﾞﾗｽの材料板ｶﾞﾗｽの種類及び厚さの組合せ並びに複層ｶﾞﾗｽの厚さ

熱線反射ｶﾞﾗｽの材料板ｶﾞﾗｽの種類及び厚さによる種類

反射皮膜面　　・ 内面　　　・ 外面

映像調整　　　・ 行わない　・ 行う

・ｸﾞﾘｰﾝ　・　

性能による種類 色調

・1種　・2種

・空気　・ｱﾙｺﾞﾝ　・　

・空気　・ｱﾙｺﾞﾝ　・　

・ １種

・ ２種

・ ３種

　Ａ類

・ Ａ類　・ Ｂ類

　Ｂ類

耐久性

　色調（・ﾌﾞﾙｰ　・ｸﾞﾚｰ　・　　）

・

・ Ｇ　　・ Ｓ

・T1　・T2　・T3　・T4　・T5　・T6

・ 熱線吸収網入り磨き板ｶﾞﾗｽ

・ 熱線吸収ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

材料板ｶﾞﾗｽによる種類

断熱性による区分 乾燥気体の種類

日射取得性、日射遮蔽性による区分 乾燥気体の種類

日射熱遮蔽性材料板ガラスによる種類

　＊図示による　・　

　＊下記以外は図示による　　・　

　＊ 下記以外は図示による　　・　

　＊ 下記以外は図示による　　・　

　＊ 下記以外は図示による　　・　

　＊ 下記以外は図示による　　・　

ガラスの留め材及び溝の大きさ

アルミニウム製

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

樹脂製

建具の種類 ガラス留め材 ｶﾞﾗｽ溝の大きさ(mm)

20　ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ積み

目地幅(曲面積み)の指示ないものは標仕5.14.5(2)(ｳ)(a)②による

・160×160

・200×200

・95

・125

・95

・125

・

・

・

・

　ごとに

　幅10～

　25

・図示

・無し

・有り

外側

・

・

内側

＊6m以下＊8～15

壁用金属枠及び補強材の材質・形状　　＊ 図示　・　

力骨　材質　＊ ステンレス鋼（SUS304）　　・　

　　　寸法　＊ 径5.5ｍｍ　　・　

　　　形状　＊ はしご形状複筋及び単筋　　・　

・正方形

形状

表面 呼び寸法 厚さ

(mm) (mm)

色調

ｸﾘｱ 乳白

目地幅(mm)

平積み 曲面積み 目地位置

伸縮調整

性能

防火

・　

・ ｶﾞｽｹｯﾄ

　　・　

　　・ ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ

・　

・ ｶﾞｽｹｯﾄ

　　・ ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ

　　・　

＊ ｼｰﾘﾝｸﾞ材

＊ ｼｰﾘﾝｸﾞ材

＊ ｼｰﾘﾝｸﾞ材

＊ ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　による

・

　による

・

　による

・

　による

・

＊ 建具の製造所の仕様

＊ 建具の製造所の仕様

＊ 建具の製造所の仕様

＊ 建具の製造所の仕様

電動シャッター、電動オーバーヘッドドア、自動ドア等に付属する

電気設備の施工範囲は下記による。

　一次側電源供給　 ＊ 別途工事　 ・ 本工事

　二次側配管配線器具取付　 ＊ 本工事　 ・ 別途工事

0.4kW以上の三相電動機には、機器付属の操作盤内に電動機保護用

遮断器及び進相用コンデンサを設置する。

1　他の部位との取り

　合い等

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁面及び床の改修

範囲

23　付属電気設備

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　）

シーリングの種類　　（　　　　　　　　　  ）

金属製化粧カバー　材質　・ ステンレス製　・ アルミニウム製

                  寸法　＊ 図示　　・　

                  形状　＊ 図示　　・　

21　ガラス用フィルム

品質　JIS　A5759による

・SC-1 ・SC-2

　LE

・GI-1

・GD-1

　SF

･GI-2

・GD-2

記号
その他性能等

・ｶﾞﾗｽ貫通防止ﾌｨﾙﾑ

　飛散防止ﾌｨﾙﾑ

・相関変位破壊対応ｶﾞﾗｽ

　飛散防止ﾌｨﾙﾑ

・衝撃破壊対応ｶﾞﾗｽ

・低放射ﾌｨﾙﾑ

種　類
内貼り用 外貼り用

・日射調整ﾌｨﾙﾑ 

目地部の横力骨の納まり

　＊ガラスブロック製造所の仕様による　　・ 図示　　・　

６
　
内
装
改
修
工
事

施工箇所

施工箇所

以外

見え掛り面

見え掛り面

施工箇所

施工箇所

(＊A種　・B種)

＊Ａ種

＊10％以下・A種

＊10％以下・A種

＊１等

＊１等

＊小節以上

＊上小節

＊A種 ・B種

＊A種 ・B種

＊A種 ・B種

＊A種 ・B種

＊２級

＊２級

・

・Ｂ種・適用しない

・適用する

造作材の場合

(　　　　　)

防虫処理 含水率

寸法(mm)

・B種　・　

・B種　・　

含水率
処理

保存

・

・

等級

・　・

寸法(mm) 含水率
処理

保存
等級

・ ・　

寸法(mm) 含水率
処理

保存

・　・

等級

・ ・　

・ JAS 1083（製材）以外の製材

・ JAS 1083-6 製材 - 第６部に基づく広葉樹製材

・ JAS 1083-2 製材 - 第２部に基づく造作用製材

・JAS 1083-5 製材 - 第５部に基づく下地用製材

5　造作用集成材

施工箇所

施工箇所

施工箇所

施工箇所

＊15％以下

＊15％以下＊１等

＊１等

・

含水率見付け材面の品質

樹種名

芯材：

化粧薄板：

・　

含水率

・２等

の品質

見付け材面
樹種名 寸法(mm)

化粧薄板の厚さ(mm)樹種名 寸法(mm)

見付け材面の品質見付け材面

品名

品名 樹種名

・２等

・ 「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

6　造作用単板積層材 ・ JAS 0701に基づく造作用単板積層材

・・適用する

・適用しない

施工

箇所
品名 寸法(mm)

(等級：　　　　　)

・無し

 ・塗装加工)

(・天然木化粧加工

・有り

含水率

・有り

(・天然木化粧加工

 ・塗装加工)

・無し

(等級：　　　　)

寸法(mm)
箇所

施工
品名

・

　以下・適用しない

防虫処理

・適用する

表面の化粧加工

・ JAS 0701以外の造作用単板積層材

寸法(mm) 見付け材面

寸法(mm) 材面の品質

4　木材 

3　既存壁の撤去及び

　下地補修

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

[5.7.2～4]

［図5.14.1］

［5.14.2～4］

［5.14.5］

［6.3.2］

[6.5.2]

［6.1.3］

[6.5.2]

[6.5.2]

[6.5.2]

[6.5.3]

＊14％

箇所

施工

芯材：

化粧薄板：

＊１等

・２等

の品質

見付け材面

熱還流率による区分

・A　・B　・C　・D

日射遮へい性能による区分

・A　・B　・C　・D　・E

・A　・B

ｶﾞﾗｽ貫通防止性能による区分

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

(mm)

厚さ

寸法(mm) 化粧薄板の厚さ(mm)

表面の化粧加工 防虫処理

単板の樹種名 接着の程度施工箇所

程度

接着の

　　　　　　　　　　　　　・ 下地モルタルとも

　　　　　　　　　　　　　　（ ・図示の範囲　・撤去範囲全て）

合成樹脂塗床材の除去工法　・ 機械的除去工法　　・ 目荒し工法

既存のｺﾝｸﾘｰﾄまたはﾓﾙﾀﾙ面の下地処理に用いるﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ及び

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙは、４章外壁改修工事による。

ビニル床シート等の撤去　　＊ 仕上材のみ（接着剤とも）

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲

既存天井の撤去に伴う取り合い部の壁面の改修

　＊ 壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　＊ 既存のまま　　・ 図示による

　・ 図示による

2　既存床の撤去及び

　下地補修

［6.2.2］

　＊ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う
　・ 図示による

　＊ 改修標準仕様書4.3.10によるﾓﾙﾀﾙ塗り

　（仕上げ厚又は全塗厚25mmを超える場合の処置　＊図示による 　） 

縮尺 図面番号

A
一級建築士

設計者 法適合確認欄

設備設計一級建築士

病院事業 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事
一級建築士

第304913号

東本　貴弘

A1：
A3：

第395260号

加藤　朱莉島根県知事登録第（8）1817号

ナック建築事務所有限会社

工事名称 図面名称設計年月

2025.11 特記仕様書(3) - 03
-



畳表及び畳床はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを発散しないか、

発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

衝撃緩和型畳（畳表：・C1　　・C2）

26　せっこうボードその

　他ボード及び合板張り

合板のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量

 HW 

JISの

記号

 MW 

 NW 

 HF 

 NF 

厚さ（ｍｍ）、規格等

・ 12　 ・ 15　 ・ 18　 ・ 21　・　

・ 15　 ・ 20　 ・ 25　 ・　

・ 15　 ・ 20　 ・ 25　 ・　

・ 15　 ・ 20　 ・ 25　 ・　

・ 30 　・　

・ 25　 ・ 

・ 25(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包)　・ 

・ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(・9(不燃)・12(不燃)・　）

・凹凸ﾀｲﾌﾟ(・12(不燃)・15(不燃)・ ）

・不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ32K

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

種類

・けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板

・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ

・化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

  (ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

・普通合板 

・ 天然木化粧合板

・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

・中質木毛ｾﾒﾝﾄ板 

・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

・硬質木片ｾﾒﾝﾄ板

・普通木片ｾﾒﾝﾄ板

　＊標準仕様書19.7.2(2)(ｲ)の(a)～(d)のいずれか

・特殊加工化粧合板

・ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板

・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板

 MDF・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨ

・単板張り

　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

　ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ 

［6.13.2、3］

0.8FK 

1.0FK 

 DR 

RW-B 

GW-B 

GB-R 

GB-NC 

GB-S 

GB-F 

GB-L 

GB-D 

ﾀｲﾌﾟ2(無石綿)・6　・8

9.5(不燃)　・化粧なし(下地は利用)

　　　　　 ・化粧有(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

・ 12.5(不燃)　　・ 15(不燃)

9.5

9.5（準不燃）

表板の樹種名

　生地、透明塗料塗り 

  不透明塗料塗り 

板面の品質（　　　　） 

厚さ(mm)(　　　　) 

接着の程度(・1類　・2類）

防虫処理(・行う　・行わない)

樹種名（　　　　　　　　　　） 

接着の程度(・1類　・2類）

厚さ(mm)(　　　　) 

防虫処理(・行う　・行わない)

( ＊ ﾗﾜﾝ程度　　・　　　　　)

( ＊ しな程度　　・　　　　　)

化粧加工の方法　 

　　(・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　・ﾌﾟﾘﾝﾄ　・塗装)

表面性能(　　　　　　　　　)ﾀｲﾌﾟ

接着の程度(・1類　・2類）

厚さ(mm)(　　　　) 

防虫処理(・行う　・行わない)

＊ 12.5(不燃)　・ 15(不燃） 

12.5 (＊不燃　　・準不燃)

・3　・7　・9　・12　・　

・無研磨板VN　　　・研磨板VS

・10　・12　・15　・18　・　

JIS K 6903による厚さ(＊1.2　・　　)

　　＊杉又は松

章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

9　防腐・防蟻処理 ・ 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

・ 薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 　　

　 適用部位（　　　　　　　　　　　　　　） 

・ 合板等の加圧注入処理等の適用 　　

　 適用部位（　　　　　　　　　　　　　　） 

適用部材 保存処理性能区分

適用部材 処理の方法 薬剤の種類

　又は同等品

・・

・ Ｋ２　＊ Ｋ３　・ Ｋ４

・ Ｋ２　＊ Ｋ３　・ Ｋ４

・ Ｋ２　＊ Ｋ３　・ Ｋ４

＊ JIS K 1571に適合＊ 薬剤の製造所

　 の仕様による

10　内部間仕切り軸及び

　床組み

・ 間仕切軸組に用いる木材の樹木名（製材を用いる場合）

・ 床組みに用いる木材の樹種名（製材を用いる場合）

　　＊杉又は松

・ 窓、出入口その他に用いる木材の樹木名（製材を用いる場合）

　　＊吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松

12　床板張り ・ 縁甲板及び上がりこまちに用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)

　　＊ひのき

13　壁及び天井下地 ・ 壁胴縁、野縁受桟、野縁及び吊木に用いる木材の樹種名(製材を

　 用いる場合)

　　＊杉又は松

14 軽量鉄骨天井下地 野縁等の種類

・ 屋外の軒天井、ピロティ天井等

　屋外（ ＊ 25形　　・　　　　）　屋内（ ＊ 19形　　・ 25形）

特殊機能 

　帯電防止・帯電防止性能評価値(JIS A 1455)1.2以上～3.2未満又は

 　　　　 　体積電気抵抗値(JIS A 1454)1×10～1×100Ω程度

　　　　　・　　

18　接着剤 接着剤は可塑剤(難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていないもの

とする。

17 ビニル床タイル 

・ 無地

・ 柄物

・ 300×300 

・ 450×450 

・ 500×500 

・ 帯電防止

・ 防滑性 ・ 2.5

・ 3.0

色柄 寸法 特殊機能 厚さ(mm) 備考

・ TT　・ FT

・ FOA ・ FOB

種類の記号

19　ビニル幅木

［６.８.２］

20　ゴム床タイル　 種類　　　　・ 単層品　　・ 複層品

色柄　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

厚さ（ｍｍ）　・ 3.0　　・ 4.5　　・ 6.0　　・ 9.0 

寸法（ｍｍ）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   

・ 織じゅうたん

　色柄

　ﾊﾟｲﾙ糸の繊維種等

　織じゅうたんの接合方法

・ ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ

21　カーペット敷き 

・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ

・ ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 

・ 適用する 

・ 適用しない 

備考帯電性ﾊﾟｲﾙの形状

・ ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ工法　　

・適用する 

・適用しない

・ 5～7　・ 

・ 4～6　・ 

・

ﾊﾟｲﾙ長さ(mm) 工法 帯電性 備考

織り方

・ ｱｷｽﾐﾝﾀｰｶｰﾍﾟｯﾄ

・ ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾊﾟｲﾙの形状

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

・ ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ

・ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・ 第二種

・ 第一種

・ 第二種

・ 第一種

・ 第二種

総厚さ(mm) 備考種類 施工箇所 寸法(mm)ﾊﾟｲﾙの形状

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

22　合成樹脂塗床

・薄膜流しのべ工法 

・厚膜流しのべ工法 

・樹脂モルタル工法 

工法 仕上げの種類種別 

・ 厚膜型塗床材 

・ 薄膜型塗床材 

・ 厚膜型塗床材 

　　＊模様のない無地

　　＊無地の織りじゅうたんの種別（・A種　　・B種　　・C種）

　　＊ ﾋｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ工法　　・ つづり縫い

材質の種類　　＊ 軟質　　・ 硬質 

高さ（ｍｍ）  ＊ 60　　・ 75　　・ 100 

厚さ（ｍｍ）　＊ 1.5以上　　・ 

＊ 2.0＊ KT

＊ 第一種 ＊ 500×500

＊ 500×500

＊ 500×500

＊ 6.5

＊ 6.5

＊ 6.5

＊ 全面接着工法 

施工箇所の下地がｾﾒﾝﾄ系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の

種別

23　防じん用塗床 材料　水性ｱｸﾘﾙ系樹脂塗材とし、製造所の指定する製品とする

工法　製造所の指定する工法とする

　　　なお、上塗りは２回塗りとし、総塗布量は0.25kg/m2以上とする

仕上げの種類（ ＊ 平滑仕上げ　・ 防滑仕上げ ）

　　　　　　（ ＊ 標準色　・　　　　　）

単層フローリング

複合フローリング

24　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

・釘留め工法(根太張り)

・釘留め工法(直張り)

・接着工法

・接着工法

工法

・釘留め工法(根太張り)

・釘留め工法(直張り)

・接着工法

工法

種類

・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

 　ﾌﾞﾛｯｸ1等

　 ﾎﾞｰﾄﾞ1等

・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

種類

　化粧複合

・ 天然木

　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

間伐材等

　15

・12・　

　15

の適用
厚さ(mm)樹種

・ 8・　

・

・

・

・

・

間伐材等

の適用
厚さ(mm)

・

・15・　

・  

・  

・ A種

・ B種

・ A種

・ B種

樹種 種別

・12・　

・12・　

・12・　

・12・　

・12・　

＊ C種

＊なら　・ 

＊なら　・ 

＊なら　・ 

＊なら　・ 

＊ C種

＊なら

＊なら

現場塗装仕上げ　・ 行う

          　　　・ 行わない

　              　  ・ ｵｲﾙｽﾃｲﾝの上、ﾜｯｸｽ塗り

　               　 ・ 生地のままﾜｯｸｽ塗り

接着工法の場合の裏面緩衝材　＊ 合成樹脂発泡シート　

　              　  ＊ ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り 　

25　畳敷き 種別

　・ Ａ種　 ・ Ｂ種　 ・ Ｃ種　

  ・ Ｄ種

  　（ ・ ＫＴ－Ⅰ　・ ＫＴ－Ⅱ　・ ＫＴ－Ⅲ　・ ＫＴ－Ⅳ ）

下地の種類　・ 標準仕様書表12.6.1による床組 　　　　　　

            ・ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地(ﾉﾝﾌﾛﾝ )

合板の張付け　　・ A種　　・ B種　

 MDF ・3　・7　・9　・12　・　

・無研磨板VN　　　・研磨板VS

・10　・12　・15　・18　・　

・単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　DV

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ　DO

・ 塗装　DC

・10(難燃)　・12(難燃)　・　　

 HB  ・無研磨板(・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞRN)

・研磨板(・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞRS)

・内装用DI　・外装用DE

・2.5　・3.5　・5　・7　・　

 IB A級(・天井仕上げ・内装仕上げ・　　)

・9　・12　・15　・18　・　

・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨ

・単板張り

　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

　ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ 

・化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

・ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(素地) 

・ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(化粧) 

・ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ　

天井のﾎﾞｰﾄﾞ類(ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板を除く)の重ね張りを行う場合

  ＊ 図示による　　

27　壁紙張り

28　モルタル塗り

　　　　　　  ・ 設けない 

床の目地　　　・ 設ける

外装ﾀｲﾙ張り下地等の下地ﾓﾙﾀﾙ塗及び下地調整材塗りの接着力試験　

　　　　　　　・ 適用する　　・ 適用しない 

壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25ｍｍを超える場合の下地処理

　・図示による

ﾓﾙﾀﾙ　　　　　＊現場調合材料

　　　　　　  ・ 設けない 

29　ﾀｲﾙ張り

耐滑り性：JIS A 1509-12(ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ試験方法ー第12部：耐滑り性試験

方法)で規定するC.S.R値は0.4～1.0とする。

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

既調合ﾓﾙﾀﾙ

壁タイル張りの工法

　内装ﾀｲﾙ　　・ 密着張り　　・ 改良圧着張り

　内装ﾀｲﾙ以外のﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　・ ﾏｽｸ張り　　・ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

　ﾓﾙﾀﾙ下地としたﾀｲﾙ工事に使用する貼り付け用ﾓﾙﾀﾙとして、ｾﾒﾝﾄ、

　細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料

　とする。

・・・ ・・・・・・

・・・ ・・・・・・

・

・

・

・

・

・

伸縮調整目地の位置　床タイル(＊縦、横とも4ｍ以内ごと

試験張り　・ 行う　＊ 行わない 

見本焼き　・ 行う　＊ 行わない 

ⅠⅡⅢ

色

備考/寸法

形状

(mm)

特
注

標
準施ゆう 無ゆう 無有

害性

耐凍

無有

耐滑

り性

役物
の適用

再生材料

　　　　　　　　　(目地割　＊ 2㎡程度(最大目地間隔3m程度

　　　　　　　　　(種類　  ＊ 押し目地　　　・　　　　　　)　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ 　　　　  　　　)

　　　　　　　・既調合材料(材料　　　   　　　　　　)

既製目地材　　・ 設ける　施工箇所(　   　  　 　　　)

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面及びその他ﾎﾞｰﾄﾞ面の素地ごしらえの種別

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

防火性能
紙

壁紙の種類

備考

　＊ B種　・　

・不燃 ・準不燃 ・難燃

・不燃 ・準不燃 ・難燃

無機質 その他
ﾁｯｸ

ﾌﾟﾗｽ
繊維

ﾓﾙﾀﾙ・せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ面の素地ごしらえの種別　＊ B種　・　

ｺﾝｸﾘｰﾄ面の素地ごしらえの種別　＊ B種　・　

形状

/寸法

(mm)

箇所

施工

・

・

・

・

・

・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

備考

色

ⅢⅡⅠ

ﾀｲﾙの形状、寸法など

有機系接着剤によるﾀｲﾙ(ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ)張り　　

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

役物うわぐすり

[6.5.6]

11　窓、出入口その他

[6.5.7]

[6.5.8]

[6.5.5]

[6.5.9]

［6.6.2～4］

［6.10.2、3］

［6.16.2～4］

[6.15.3、5、6]

［6.14.2、3］

[6.11.2～6]

[6.12.2]

［6.8.2］

［表6.9.1］

［6.9.2、3］

［6.8.2］

［6.5.3、4］

［6.8.2］

［6.9.3］

［6.11.4、5］

施工

箇所
吸水率 うわぐすり

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床

弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床

施工箇所 

・防滑仕上げ

・平滑仕上げ

・防滑仕上げ

・つや消し仕上げ

＊平滑仕上げ

＊平滑仕上げ

施工箇所

吸水率

り性

耐滑
耐凍

害性の適用

再生材料

標
準
特
注無有 無有無ゆう施ゆう

・ 

　　　　　　　　 階段部分　＊ 模様流し　・ 市松敷き　　・ 

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄの敷き方　　平場　＊ 市松敷き　・ 模様流し　　・　　　　　　

　　　　　・　　

　　　　　　　　 方法を定める件」（平成25年国土交通省告示第771

　　　　　　　　 号）第３第２項第二号に適合させる。

　 補強方法　　＊ 「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造

　　　　　　　・ 図示による

    野縁受け、つりボルト及びインサートの間隔

既存の埋込みインサート　　・ 使用する　　・ 使用しない

あと施工アンカーの施工後の確認試験

　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　）

　　・ 行わない

・ つりボルトの間隔が900ｍｍを超える場合 

・ 天井のふところが3.0ｍを超える場合 

・ 天井の下地材における耐震性を考慮した補強 

　　・ 行う（試験箇所数　＊屋内の場合、当該階において3箇所

　　　　 　（確認強度　　＊改修標準仕様書6.6.4(1)(ｳ)による

　　　・ 図示による　　・ 

    周辺部の端からの間隔　　・ 図示による　　・ 

    野縁の間隔　　・ 図示による　　・  

   補強方法　　＊ 図示による　　・  

　 補強方法　　＊ 図示による　　・ 

　 補強箇所　　＊ 高さが６ｍを超える天井　　・ 図示による

15　軽量鉄骨壁下地 スタッド、ランナの種類 

　　応じた種類

出入口及びこれに準ずる開口部の補強

　＊ 改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に

　＊ 改修標準仕様書6.7.4.(5)による  　・　

［6.7.3、4］

［表6.7.1］

・ 突付け（施工箇所：　　　　　　）

特殊機能 

 　　　　 　体積電気抵抗値(JIS A 1454)1×10～1×100Ω程度

　帯電防止・帯電防止性能評価値(JIS A 1455)1.2以上～3.2未満又は

16　ビニル床シート 

・ 無地

・ ﾏｰﾌﾞﾙ柄

・ 柄物

・ 帯電防止 

・ 耐動荷重性 

・ 防滑性 

・

種類の記号

・

＊ 2.0＊ ＦＳ

＊接合部の処理（工法　＊ 熱溶接工法　・　　　　　）

　　　　　・　　

［6.8.2、3］ 色柄 特殊機能 厚さ（ｍｍ） 備考

　・図示による

スタッドの高さが5.0ｍを超える場合　　＊ 図示による　　

下敷き材　＊ 反毛ﾌｪﾙﾄ(JIS L 3204)の第2種2号　呼び厚さ8mm

見切り、押え金物の材質、種類及び形状　＊ 図示による　　・　　　　　　

　・ 図示による　　・　

　　　　　　　　　　　　 形状( ＊ 図示による　・　　　　　)

・ ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるﾀｲﾙ(ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ)張り　　

　　　　　　　　　　床タイル以外(＊図示による　・　　　　　　)

　　　　　　　　　　　　　　 ・図示による　　　・　　　　　　)

せっこうﾎﾞｰﾄﾞの目地工法　　・　図示による　　・　

＊図示

＊図示

・図示

縮尺 図面番号

A
一級建築士

設計者 法適合確認欄

設備設計一級建築士

病院事業 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事
一級建築士

第304913号

東本　貴弘

A1：
A3：

第395260号

加藤　朱莉島根県知事登録第（8）1817号

ナック建築事務所有限会社

工事名称 図面名称設計年月

2025.11 特記仕様書(4) - 04
-



測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

測定９

章 章 章項　 　　目 項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

　　測定時期、場所及び測定点

1　石綿含有建材の

　除去工事

・ アスベスト粉じん濃度測定

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・出口吹出し風速1m/s

　以下の位置計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・

・

・

・

・

名称 測定時期 測定場所

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事

測定方法

　・自動測定器による測定 

　　・ JIS K 3850-1に基づいた測定 

　・ 石綿含有吹付け材の除去

石綿含有建材の処理

　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　　　　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　　　　　　　　　　・　

　・ 石綿含有保温材等の除去

　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　　　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　　 除去した石綿含有成形板の処分

　　　　・ 石綿含有石こうボード

　　　　・ 石綿含有せっこうボードを除くｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板

　・ 石綿含有成形板等(石綿含有けい酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種以外)の除去

　　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　・ 石綿含有成形板等(石綿含有けい酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種)の除去

　　　 養生方法

　　　　・ 

　　　　除去した石綿含有けい酸カルシウム板第1種の処分

　　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　・ 石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板（下地調整材）の除去

　　　下記以外は、改修標準仕様書9.1.1及び9.1.2による

　　　除去工法　・　

　　　　　　　　 　令第21号)第6条による措置と同等以上の効果を

　　　　　　　　　 有する措置とされる工法

　　　　　　　　　　・ 集じん装置併用手工具ケレン工法

　　　　　　　　　　・ 集塵装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上)

　　　　　　　　　　・ 超音波ｹﾚﾝ工法(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き掃除機併用)

　　　　　　　　　　・ 集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下、

　　　　　　　　　　　30～50MPa程度)

　　　　　　　　　　・ 剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

　　　　　　　　　　・ 剥離剤併用高圧水洗工法(30～50MPa程度)

　　　　　　　　　　・ 剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上)

  　　　　　　　　　・ 剥離剤併用超音波ｹﾚﾝ工法 

  　　　　　　　　　・ 集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 

25 5 30

47 10 120

2401047

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ

直径(mm)

試料の吸引流量

(L/min)

試料の吸引時間

(min)

測定名称

・測定4

・測定5

・測定(　　　) 

測定名称

・測定4

・測定5

・測定(　　　) 

・測定(　　　) 

・測定(　　　) 

・測定(　　　) 

　　　養生方法　　　　・　　　

　　　除去した石綿含有仕上塗材の処分

　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　　除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分

　　　確認及び後片付け

　　　　　・　

断熱材

　断熱材の種類(　　　　　　　　　)、断熱材の厚さ(　　　　mm)

外装材

既存外壁の処置

　既存外壁仕上材の撤去　　　・ あり　　・ なし

　下地面の清掃　　　　　　　・ 行う　　・ 行わない

2　外断熱改修工事 

　欠損部がある場合の改修工法　＊4章外壁改修工事による　・　

防火性能種類

・

備考

1　フリーアクセス

　フロア

寸法精度

配線用取り出しﾊﾟﾈﾙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 20～30ﾊﾟｰｾﾝﾄ

　　　　　　　　　　・ﾊﾟﾈﾙ枚につき40mm×80mm程度の開孔1か所以上

　＊ 標準仕様書20.2.2(2)(ｵ)(a)～(c)による　　・　

　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ全体面積に対する接地割合　＊ 製造所の仕様による

　配線取り出し開口　＊製造所の仕様による

空調用吹出(水込み)ﾊﾟﾈﾙ　・なし

施工箇所

表面仕上材

高さ(mm)

耐震性能

所定荷重

構法

ﾊﾟﾈﾙ寸法(mm)

2　表示 案内用図記号はJIS Z 8210による。

　　　　　　　　　　　　　　　　・ 

室名札、ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等

の種別、取付け形式等

3　ブラインド

ｱﾙﾐｽﾗｯﾄの材質　焼付塗装仕上げ

ｸﾛｽｽﾗｯﾄの材質　消防法で定める防炎性脳の表示がある特殊樹脂加工

巻取ﾊﾟｲﾌﾟ、ｳｪｲﾄﾊﾞｰ、操作ｺｰﾄﾞまたは操作ﾁｪｰﾝその他の材料

5　カーテン

6　カーテンレール

　　　　　　　　・ ｽﾃﾝﾚｽ製

7　ブラインドボックス

　及びカーテンボックス

溝幅×深さ(mm)　　・ 90×150　　・ 120×80　　・ 120×150

材質　・ 集成材（仕上げ：　　　　　　　　　　　）

　　　・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　押出型材(市販品)

　　　 　表面処理　・ BC-1

　　　・ 鋼製（仕上げ：　　　　　　　　　　　） 

　＊ 製造所の仕様　　・　

暗幕ｶｰﾃﾝの両端、上部及び小合わせの重なり　＊300mm以上　・　

材料による区分　＊ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の押出成形材

強さによる区分　＊ 10-90 　　　・　

仕上げ　　　　　＊ ｱﾙﾏｲﾄ　　　 ・　

形状　　　　　　＊ 角形　　　　・　

・ 電動式

・ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式

・ 1級

・ 2級

・ 3級

・

・ ・

操作方式

＊ 図示 ＊ 図示

＊ ﾁｪｰﾝ式

・つまみひだ

・箱ひだ、

　片ひだ

・ﾌﾟﾚｰﾝひだ

・電動

・ｺｰﾄﾞ式

・操作棒式

　ｺｰﾄﾞ式

・1本操作

　ｺｰﾄﾞ式

　合金製 G

・ｸﾛｽｽﾗｯﾄ

・

・ 80

・ 100

・

ｱﾙﾐﾆｳﾑ

合金製

・

・

種類

＊手動

＊手動

＊ｷﾞｱ式

＊2本操作

＊ｱﾙﾐﾆｳﾑ ＊ 25 ＊鋼製 ＊図示

＊図示＊ｱﾙﾐｽﾗｯﾄ

・電動

・手引き・ｼﾝｸﾞﾙ

・ﾀﾞﾌﾞﾙ ・引分け

・片引き

・ひも引き

・電動

開閉操作

＊図示

・

ひだの種類 生地の種別,品質,

特殊加工等 箇所

取付 備考

・ 木製

　繊維製

・ 合成・天然

・ ｶﾞﾗｽ繊維製

・

材種 備考取付箇所遮光性能 寸法(mm)

・横形

・縦形

形式 操作方法
取付箇所

幅,高さ

ﾚｰﾙの材種

ﾎﾞｯｸｽ、
ｽﾗｯﾄの材質

ｽﾗｯﾄ幅

(mm)

誘導標識、非常用進入口等の表示　＊消防法に適合する市販品

(暗幕)

11　天井見切り縁等 壁及び下がり壁と天井の取合いの見切縁(天井見切縁、下がり壁見切

10　手すり

9　床点検口

8　天井点検口

＊

＊

＊

＊

　　　除去工法　　　＊ 改修標準仕様書9.1.3(2)(ｱ)による

　　　　　　　＊ 湿潤化　・ 固形化

　　　除去工法　　　　＊ 原形のまま、手ばらし　・ 破砕して除去

　　　　　　　　　＊ 湿潤化　・ 固形化

　　　　　　＊ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　　　　　　＊ 石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省

　　　作業場の隔離　　＊ 行わない　　・ 行う

　　　試験施工　　　　＊ 行わない　　・ 行う

　　　　　＊ 改修標準仕様書9.1.3(3)による　　・　

　　　　　＊ 改修標準仕様書9.1.3(4)の(ｱ),(ｳ),(ｶ)及び(ｹ)による

　
　
そ
の
他

１０

4　ロールスクリーン 

　　　　　　　　　 ・ BC-2(＊標準色(　　　　)・特注色(　　　))

［9.1.1､3～5]

測定方法

繊維状粒子自動測定器(ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ)等の粉

粉じん相対濃度計(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計)、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、

じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

［9.2.1～4］

　断熱材、外装材の施工及び外装材の外壁への取付け

　通気層の有無　　・ あり(　　　mm)　・ なし

　　＊ 断熱材及び外装材製造所の仕様による　　・　

3　断熱・防露改修工事

　施工箇所の詳細は、仕上表及び図示による

・ 断熱材現場発泡工法 　　

　　　吹き付け厚さ(mm)　　・ 25　　・ 30　　・　　　　

　現場発泡断熱材 

・ 断熱材後張り工法

・ 張り付け工法

　　　断熱材の張り付け工法　　・　

　　　断熱材へのボードの張り付け工法　　・　

　　　断熱材の厚さ(　　　　　　mm)

　　　断熱材の種類(　　　　　　　)

　　　・ 断熱材にせっこうﾎﾞｰﾄﾞ等を張り付けたﾊﾟﾈﾙ

　　　　　　(材質　　　　　厚さ　　　　　mm)

　　　断熱材の種類　　＊ A種1　　　・ A種1H

・ 断熱材打込み工法

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

＊押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材

　　(ｽｷﾝ層なし) 

・25　・　

・25　・　

・

・

・

・

＊25　・　

＊25　・　

＊ 外壁

＊ スラブ

・・25　・　

＊3種bA

・

＊2種bA

・

植栽基盤及び材料

　屋上緑化軽量システム  ・ 適用する 　・ 適用しない

4　屋上緑化改修工事 

［9.4.2～4］

［9.3.2～4］

（20.2.11）

（20.2.14）

（20.2.2）

（20.2.15）

（20.2.16）

（20.2.16）

・SOP　・EP-G

表面仕上げ 直径（mm） 取付箇所

・HL程度　・　

・ｸﾘｱﾗｯｶｰ　・　 ・35　・45　・　

・ﾋﾞﾆﾙ製ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ

・鋼製ﾊﾟｲﾌﾟ

・ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

・集成材

材質

・

密閉形とは、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄなどﾒｶﾆｶﾙ構造にﾊﾟｯｷﾝを装着したものとする。

・屋内外用・450×450

・密閉形 ・屋内用

・ 鍵付き

備考

・一般形

＊600×600

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

・鋼製

・600×600

・屋内外用

・目地ﾀｲﾌﾟ

外枠

＊450×450 ＊一般形

＊屋内用

＊額縁ﾀｲﾌﾟ

・気密形

材種

＊ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・目地ﾀｲﾌﾟ

＊額縁ﾀｲﾌﾟ

内枠

縁)の材種

　＊ｱﾙﾐﾆｳﾑ既製品　・ﾋﾞﾆﾙ既製品

12　視覚障害者用床

　タイル

（視覚障害者誘導

　　　用ブロック）

（11.2.2、19.2.2）

脚部 ﾄﾞｱｴｯｼﾞ

材質形状

13　トイレブース

（20.2.5）

突起の形状、配列及び寸法は JIS T 9251による

屋外

屋内 ・塩化ﾋﾞﾆﾙ製

・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

・ｺﾝｸﾘｰﾄ製

・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

・

・

・

・

・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ 

・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ 

＊300×300　・　

＊300×300　・　

＊300×300　・　

＊300×300　・　

＊300×300　・　

・ｺﾝｸﾘｰﾄ製

厚さ（mm）

・7.0　・　

表面材の材料

・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板

＊ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板

・ ・ｽﾃﾝﾚｽ製

＊ｱﾙﾐﾆｳﾑ製＊幅木ﾀｲﾌﾟ

・表面材と同材

・・

施工箇所 種類 寸法（mm）

寸法（mm）

処理作業前

処理作業中

処理作業後

(養生中)

処理作業後

(ｼｰﾄ撤去後 調査対象室外部の付近

処理作業室内

処理作業室内

・施工区画周辺・敷地境界

処理作業室外

（処理作業室外の場合）

ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ入口

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内

集じん,排気装置の排出口

1週間以降)

適用 測定点(各施工箇所)

種類 厚さ(mm) 施工箇所

　　　施工箇所　　　＊ 窓回り等の断熱材補修部分、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ周りの

　　　　　　　　　　　床版下など、部分的に後張りとしなければ

　　　　　　　　　　　ならない箇所

　　　　　　　　　　・ 図示による

形式

材種 寸法（mm）

形式

形式

・ 置敷式 　

・1.0G　・0.6G

・ 帯電防止床ﾀｲﾙ

・ 支柱調整式 

・1.0G　・0.6G

・ 帯電防止床ﾀｲﾙ

＊3,000N　・5,000N ＊3,000N　・5,000N

＊ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ＊ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ｽﾛｰﾌﾟ及びﾎﾞｰﾀﾞｰ　＊ 製造所の仕様による　・ 図示による

　＊ 図示による　　・　

　　　　　　　　　　　　・有(形式、施工箇所：＊図示による

・　　　　　　)

　　　　　　　　　・ 150×80　　・ 図示による

　施工箇所　　・ 図示による　　・　

　不陸等の下地調整　　・ 図示による　　・　

　　　除去対象範囲　＊ 図示による　　・　

　　　除去対象範囲　　＊ 図示による

　　 　除去対象範囲　　＊図示による

　　 　除去対象範囲　　＊図示による

　　芝及び地被類の種類等　　＊ 図示による　　・　

5　透水性アスファルト

　舗装改修工事

　　既存保護層の撤去　　・ 行う　・ 行わない

　　かん水装置　・ 設置する（種類　・　　　　　　　　）

新植した芝及び地被類の枯補償の期間　＊ 引き渡しの日から1年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　

既存舗装の撤去及び再利用　　＊ 図示による　　　・　

［9.5.2～5、9］

　　見切り材、舗装材、排水穴、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材等　＊ 図示による

　・　

　　　除去対象範囲　　＊ 図示による

石綿含有建材除去後の仕上げ工事　＊ 図示による　　・　

－

－

＊ 図示による ＊ 図示による

縮尺 図面番号

A
一級建築士

設計者 法適合確認欄

設備設計一級建築士

病院事業 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事
一級建築士

第304913号

東本　貴弘

A1：
A3：

第395260号

加藤　朱莉島根県知事登録第（8）1817号

ナック建築事務所有限会社

工事名称 図面名称設計年月

2025.11 特記仕様書(5) - 05
-



縮尺 図面番号

一級建築士

設計者 法適合確認欄

病院事業 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事
一級建築士

東本　貴弘 加藤　朱莉島根県知事登録第（8）1817号

ナック建築事務所有限会社

工事名称 図面名称設計年月

2025.11
設備設計一級建築士

特記仕様書（１） A1：---

A3：---

E 01
第395260号第304913号

 Ⅰ 工　事　概　要

　２．地　域　地　区　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３．敷　地　面　積　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

　４．建　物　用　途

　５．棟　別　概　要

　６．工　事　種　目　（○印を付したものが該当）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

構 内 情 報 通 信 網 設 備

受 変 電 設 備

電 力 貯 蔵 設 備

発 電 設 備

電 灯 コ ン セ ン ト 設 備

動 力 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 装 置

映 像 ・ 音 響 設 備

拡 声 設 備

誘 導 支 援 装 置

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

テ レ ビ 電 波 障 害 調 査

防 災 設 備

防 犯 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

雷 保 護 設 備

屋 外 設 備

建 築 工 事

機 械 設 備 工 事

１

２

３

４

５

６

７

№

消防法

の区分
構　造

合　　　　　　計

 Ⅱ

１．

工　事　仕　様

共　通　事　項

　　　れの工事仕様書を適用する。

（２） 特記事項は、・ 印を適用する。

　　　　・ 印の無い場合は、＊ 印のあるものを適用する。

　　　　・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

２．特　記　事　項

（１） 章及び項目は、番号に○印のついたものを適用する。

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞ

（１）図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　下「標準図」という）による。

１ １　適用基準等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国消防長会中国支部編）

　　　　　　　　　　　　　　　　（一般社団法人日本照明工業会）

＊ 営繕工事写真撮影要領（平成２８年版）による

　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人公共建築協会 編集

　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修

一

項

事

通

共

般
　　　 工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成３０年版

章 項　 　　目

１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

２）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

３）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

４）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

５）安定的な供給及び保守等の営業体制が整えられていること。

２　機材の品質等

職員の承諾を受けて証明資料の提出を省略することができる。

の入手困難なもの等については、次の１）～６）を考慮の上、監督

ただし、使用量の少ないもの、簡易な機材又は品質を証明する資料

１）～６）の事項を満たすものとする。

本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する

ものとし、ＪＩＳマーク表示のない機材及びその製造者等は、次の

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進

特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の

基準を満たすものとする。

性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等

の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

ただし、一般社団法人公共建築協会編集・発行の「建築材料・設備

いては、所定の品質及び性能を有しているものとする。

なお、商品名が記載された機材については、当該商品又は同等品を

使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受

けるものとする。

また、これらの機材を使用する場合は、設計図書に定める品質及び

６）材料及び接着剤等のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆と

　　する。

３　環境への配慮

工事現場におく電気保安技術者は、電気工作物の保安の業務を

行うものとする。

・ 低圧電力

・ 従量電灯Ａ　　　　・ 従量電灯Ｂ　　　　・ 定額電灯

４　契約種別等

５　電気保安技術者

等品質性能評価事業　建築材料等評価名簿（最新版）」及び

「同設備機材等評価名簿（最新版）」に記載されたものにつ

に関する基本方針（令和５年２月２５日変更閣議決定）」に定める

・ 業務用電力　　変圧器容量　　電灯　　　　　ｋＶＡ

　　　　　　　　　　　　　　　 動力　　　　　ｋＶＡ

 　　　　　　　　　　　　　　　 計 　　　　　ｋＶＡ

最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第一種電気工事士により

施工を行う。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

産業廃棄物の処理及び再資源化を図るものは下記による。

・ 現場において再利用を図るもの

・ 引き渡しを要するもの

構内既存の施設

工事用水　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

工事用電力　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

　（ ・ 敷地内　・ 敷地外（設置可能場所：　　　　　　　　　））

項　目 品　目 搬 出 場 所

備　考

（再資源化

の有無等）
（有・無）

処分費

（有・無）

区間

ＤＩＤ

（Ｋｍ）

距離

・ コンクリート塊

・ ＰＣＢ使用機器

・ 木材

・ アスファルト塊

・ コンクリート

　 及び鉄から

　 成る建設資材

・ 廃プラ

・ 金属くず

・ ガラスくずその他

廃棄物

理産業

特別管

設資材

特定建

・ ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受電機器に含まれる

   六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスは、製造者又はガス回収業者に回収

   を委託し、再使用又は再資源化する。

・ ＰＣＢ使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

・ 撤去品の変圧器等は製造年、品番等を確認し微量ＰＣＢ分析の

   要否を判定する。

・ 撤去品の微量ＰＣＢ分析を行う。（　　　　　　　　　　　　　）

・ 廃蛍光管等

６　電気工事士

７　現場事務所

８　工事用電力、水

９　発生材の処理

・ 設置できる

・ 設置できない

有

有

有

有

　 石綿含有分析の要否を判定する。

・ 撤去する石綿含有建材は機器の製造年、品番等を確認し

・ 石綿含有建材は関係法令等に従い適切に処理する。

・ 石綿含有建材

配置する位置は別に図示する。

以下のとおり、交通の誘導に係る業務に従事する者を配置すること。

名　　称

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

交通整理員　

交通安全管理の必要な作業等人・日数

10　交通安全管理

章 項　 　　目

下記のものを提出する。

提出部数

＊ ８０×１２０ 程度

外部全景

＊ １２０×１７０ 程度

その他

＊ ８０×１２０ 程度

（ＣＤ－Ｒ等）

＊ カラー

＊ カラー

完成写真

工 事 中

写 真

（着工前含）

電子データ デジタルカメラを使用した場合は、工事中写真及び

完成写真のデータを記録したＣＤ－Ｒ等を提出する。

分　　　類区　　分

仕様は、島根県建築工事写真取扱要領による。

サイズ（㎜）

（注）フィルムカメラを使用する場合は監督職員と協議する。

11　工 事 写 真

仕様は、島根県建築工事完成図取扱要領による。

品　名　・　仕　様 提出部数

　　製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版　・ 原図サイズ ）白焼

＊ 施工図

　（構造躯体図、設備の配管配線図、監督職員が指示する図面）

　　表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上））

　　表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上））

＊ 竣工図複

写

図

　部
　　製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版　・ 原図サイズ ）白焼

下記のものを、竣工後１５日以内に提出する。

＊ 電子データ（PDFデータ、ＣＡＤデータ、施工図）（ＣＤ－Ｒ等） １部

にある。なお、貸与されたデータは、当該工事における施工図又は

完成図の作成のため以外に使用してはならない。

・ 竣工図と施工図を１冊にまとめる。

12　完　成　図

建築物等の利用に関する説明書

（建築物等の利用に関する説明書作成要領による）

機器取扱い説明書

書　類　名 提出部数

・ 　部

その他監督職員が指示するもの

13　保全に関する資料

官公署届出書類一覧

機器性能試験成績書

建築物等の利用に関する説明書の電子データ（ＣＤ－Ｒ等）

竣工検査までに下記のものを１部提出する。

・ 絶縁抵抗測定結果

・ 接地抵抗測定結果

・ 機器試験成績表

・ テレビ端子出力レベル測定結果

・ ＬＡＮケーブル伝送品質測定結果

・ 一般用照明照度測定結果（各室について３カ所程度）

　 　測定高さは（事務室 ＦＬ＋８００、廊下等 ＦＬ＋０）とする

・ 非常用照明照度測定結果（各室について２カ所程度）

     測定高さは床面とする

「島根県営繕工事等情報共有システム実施要領」に基づき、情報共有14　情報共有システム

システムを利用した場合は、情報共有システムで処理を行った書式一

式を、工事完成時に電子媒体（CD-R等）で納品することを基本として

受発注者間協議により決定する。

15　提出書類

16　耐 震 措 置 設備機器の固定は次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針

（独立法人建築研究所監修）２０１４年版」による。

１）機器の据付け及び取付け

設計用水平地震力は、機器重量［ｋＮ］に、地域係数と次に示す

設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設計用標準水平震度（Ｋｓ）

・ 特定の施設 ・ 一般の施設
設置場所 機器種別

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階 機　器 ２．０ １．５ １．５ １．０

屋上及び 防振支持の機器 ２．０ ２．０ ２．０ １．５

塔屋 水槽類（オイルタンク） ２．０ １．５ １．５ １．０

機　器 １．５ １．０ １．０ ０．６

中間階 防振支持の機器 １．５ １．５ １．５ １．０

水槽類（オイルタンク） １．５ １．０ １．０ ０．６

機　器 １．０ ０．６ ０．６ ０．４
地階及び

防振支持の機器 １．０ １．０ １．０ ０．６
１階

水槽類（オイルタンク） １．５ １．０ １．０ ０．６

（注）上層階の定義は次による。

　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階

重要機器は次のものを示す。

　・ 配電盤　　　　　　　・ 自家発電装置　　・ 電話交換機

　・ 直流電源装置　　　　・ ＵＰＳ装置　　　・ 火災報知受信機

　・ 中央監視制御装置　　・ 通信総合盤

一般機器は重要機器以外で重量が１ＫＮを超えるものを示す。

なお、１ｋＮ以下の機器の取付は上記によるほか、機器製造者指定の

方法により行う。

２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力

　　と同時に働くものとする。

３）あと施工アンカーの引き抜き試験

対象機器は重要機器及び一般機器とする。

試験本数は対象機器１台につき、３本とする。

試験箇所は監督職員の指示による。

試験方法は引張試験機による引張試験とする。

確認強度は対象機器ごとのあと施工アンカー１本に作用する引抜き力

以上とする。

　  （注）機器重量が１ｋＮを以下の機器は使用するアンカーメーカ
　  　　　

　  　　　ーの強度試験資料を監督職員に提出し承諾をうけること。

17　耐 震 施 工 横引き配管等は、地震時の設計用水平震度及び設計用鉛直震度に

応じた地震力に耐えるよう標準図によるＳＡ種、Ａ種又はＢ種耐震

支持を行う。ただし、次の場合を除く。

　（a）呼び径が８２㎜以下の単独配管

　（b）周長８００㎜以下の金属ダクト、幅４００mm未満のケーブルラ

　ック及び幅４００mm以下の集合配管

　（c）定格電流６００A以下のバスダクト

　（d）つり材の長さが平均０．２ｍ以下の配管配線等

章 項　 　　目

　　　プレート

種　類 記 号 接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

共同接地

共同接地

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

Ｄ種

高圧避雷器

交換機用

通信用

通信用

電話引込口

測定用

Ｅ Ａ・Ｄ

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

ＥＬＨ

Ｅｔ

ＥＡｔ

ＥＤｔ

ＥＬｔ

Ｅ０

 １０Ω以下

 １０Ω以下

 １０Ω以下

   Ω以下

 １０Ω以下

１００Ω以下

 １０Ω以下

 １０Ω以下

 １０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

接　地　極

　　　　　　　（但し、測定用の場合、ＥＢはＬ＝１，５００㎜）

－

Ｅ Ａ・Ｃ・Ｄ

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成２１年

外部足場

章 項　 　　目

33　土　工　事

２

受

変

電

設

備

１　電 気 方 式

・ 低圧　　三相３線式　　２００Ｖ

・ 低圧　　単相３線式　　２００Ｖ／１００Ｖ

・ 低圧　　単相２線式　　１００Ｖ

・ 高圧　　三相３線式　　６．６ｋＶ

引込柱取付け、閉鎖型、過電流蓄勢トリップ形、

モールドコーンブッシング付

２　高圧負荷開閉器

・ 耐塩形（ ・ 亜鉛メッキ　・ ステンレス ）

・ 気中　　・ 真空

・ 地絡継電器付　　・ 方向性地絡継電器付

・ ＶＴ内蔵　　・ ＬＡ内蔵

３　キュービクル ・ 屋内形　　・ 屋外形

・ 鋼板製　　・ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）（着色）

塗装はＪＳＩＡ（受配電設備のガイドライン）の基準による。

・ 油入　　・ モールド

モールド変圧器の表面は充電部とみなし注意標識を取り付ける。

モールド変圧器はダイヤル温度計を附属させる。

４　変 圧 器

・ 低圧側　　・ 高圧側５　進相コンデンサ

・ 油入

・ 乾式（ ・ モールド　　・ ガス　　・ オイルレス（一体型））

６　直列リアクトル ・ 油入

・ 乾式（ ・ モールド　　・ オイルレス（一体型））

７　引込開閉器盤

　　（低圧の場合）

・ 電柱取付形（防水）　・ 屋側取付形（防水）

・ 鋼板製　　　　　　　・ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）（着色）

塗装はＪＳＩＡ（受配電設備のガイドライン）の基準による。

８　キュービクル基礎

　　及びボルト

基礎　　・ 本工事　　・ 別途工事

ボルト　・ 本工事　　・ 別途工事

22　接　地　極

用途を表示したシール等を貼付すること。

・合成樹脂製　（適用範囲：　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 鋼製　　　・ 樹脂製

鋼製ボックスを使用する場合は、ボックスに接地を施すこと。

防火隔壁等に埋込む場合は、鋼製とする。

　　　　　　　　・ 本工事　　　・ 別途建築工事

シャッター等の２次側配線配管工事

　　　　　　　　・ 本工事　　　・ 別途建築工事

二重床の配線器具取付箇所の切込及び補強

　　　　　　　　・ 本工事　　　・ 別途建築工事

天井埋込形器具の天井切込加工（下地を含む）及び補強

　　　　　　　　・ 本工事　　　・ 別途建築工事

埋込分電盤、端子盤等の仮枠及び埋込部分の補強

　補強　　　　　・ 本工事　　　・ 別途建築工事

梁・壁・床貫通部の補強18　他工事との取合

19　位置ボックス

20　フラッシュ

21　カバープレート

接地極は下記による。（ＥＢはＬ＝１，５００㎜とする）

・ 標準仕様書による　・ 製造者標準とする

図示なきは、ねじなし電線管とする。

23　分電盤・端子盤

24　鋼製電線管

25　露出配管の塗装 居室、廊下、外壁面で露出となる鋼製電線管（位置ボックスを含む）

及び支持金物には塗装を施す。

ステンレス製プルボックスの塗装

・ 有（メーカ指定色又は指定色仕上）　・ 無（素地仕上）

26　プルボックスの

　　　塗装

27　結 露 防 止 内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には

28　再使用機器

29　予 備 配 管

30　支持金物等

31　電　線　類

32　足　　場

・ 建築工事設置の足場を利用

　　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　・ Ｆ種　  

内部足場 

　　・ Ｇ種

　　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　・ Ｆ種

・ 本工事で設置する

４月策定）」による。

　　準じたものとする。

２）通信ケーブルでＪＣＳ規格にない対数のケーブルはＪＣＳ規格に

　　含まない材料で構成されたものとする。

１）ＥＭ電線類で規格等記載のないものは、ハロゲン及び鉛を

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・ 溶融亜鉛メッキ（２種３５）

　・ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）　　

ただし、装柱金物は除く。

屋外及び湿気の多い場所で使用する支持金物は下記による。

　　配管を天井内まで立上げる

　二重天井の場合

　　天井又は梁下２０㎝まで立上げ、ボックス止めとする

　天井スラブの場合

Ｅ２５×２ 又は ＰＦ２２×２ を設置する。

壁内に埋込みとなる分電盤、端子盤等には予備配管として、

取外し再使用する機器は清掃及び絶縁抵抗測定の上取付ける。

断熱材等を取り付ける。

34　はつり工事等

35　補　　修

36　防火区画等の貫通

37　ス リ ー ブ

38　負　担　金

39　関連他工事

40　特定元方事業者の

　　　指名

41　施工図及び施工

　　　計画書

42　事前調査等

43　施工計画調査

44　施 工 調 査

45　木製安全施設製品

　　　（県産木材製品）

　　　　　　　　　　＊３連－２組

　　　　　　　　　　＊２連－２組

　　　　　　　　　　＊３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）　　

　　　　　　　　　　＊２連－２組

　　　　　　　　　　＊３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）＊１

　　　　　　　　　　＊３連－２組

　　　　　　　　　＊３連－１組

　　　　　　　　　＊３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）＊１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）＊１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）＊１

注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、

　  交通整理員については資格を問わない。

   　（営繕課HP掲載）による

  　取扱いは「建築工事における交通誘導員等の取扱い基準」

・ 工事用標示板

　　　（表示板１，４００㎜×１，１００㎜用）　　　　台

＊ 工事用看板

　　　（表示板１，４００㎜×５００㎜用）　　　　　２台

＊ 工事用バリケード　　　　　　　　　　　　 　　　５台

（注）取り扱いは平成２５年３月８日付営第９４５号による

３）調査結果を考慮し施工計画書、施工図を作成する。

　　提出する。

２）事前調査後速やかに調査結果をまとめ監督職員に報告書を

１）本工事の施工計画に先立ち事前調査を行う。

    　採取箇所数　（　　　　　）

　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　有害物質の種類　　・ＰＣＢ　　・鉛　　・クロム

　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。

・　塗膜塗料に含まれる有害物質

分析調査

・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 試料採取箇所（　　　　　　　　）　　　試料数（　　　）

・分析調査（定性分析）を行い、結果を報告する。

（大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則第３条及び第４条の２）

監督署長並びに都道府県知事等への報告を行うこと。

注者へ書面により説明すること。併せて調査結果の掲示及び所管労働基準

受注者は以下の規定に基づき、特定建築材料等の有無を事前に調査し、発

発注者に委譲するものとする。

提出した施工図及び施工計画書に関わる当該建物における使用権は

・ 関連他工事の受注者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 本工事の受注者

下記の者に、労働安全衛生法第３０条第２項に基づく指名を行う。

・　　　　　　　　　　　　　　

・ テレビ共聴　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

・ 電力負担金　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

工事負担金は、本工事とする。

・　　　　　　　　　　　　

柱・梁には紙チューブは使用しない。

適切な処置を施す。

配管・配線・ラック等が防火区画等を貫通する場所は図示の通りとし

２）汚染、損傷した場合は速やかに監督職員に報告する。

　　ならい補修する。

１）工事の施工に伴い既存部分を汚染又は損傷した場合は既存に

１）既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、

　　ダイヤモンドコアによる。

２）はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、

　　監督職員に報告する。原則として探査方法は走査式埋設物調査

　　（電磁誘導法または電磁波レーダ法）とする。

　　鋼矢板等の抜き跡の処理工法　　＊ 砂を充てんする

　　残置　　・ する　　　＊ しない

　　工法等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３）山留め

　　・ 現場説明書による

　　・ 構内指定場所に堆積

１）埋戻しの種別

　　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種

  　　　・ （材料：　　　　　　　　工法：　　　　　　　　　 ）

２）建設発生土の処理

　　・ 構内指定場所に敷ならし

電　気　設　備　工　事　仕　様　書

建築面積（㎡） 延面積（㎡）建　物　名　称 建築種別 階数

特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項

　１．工  事   場   所

　　　監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版」（以下「標準仕

　　　様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和７年版」（以

　　　ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和

　　　７年版」（以下「改修標準仕様書」という）による。

・ 消防用設備等の技術基準（第９次改訂版）

・ 公共施設用照明器具（２０２２年版）

・金属製　　　（適用範囲：　　　　　　　　　　　　　　　　）

改修

全て

島根県雲南市大東町飯田地内

新本館棟 ＲＣ造 ５

27,178.183

24,447.7406,669.210

病  院

都市計画区域内 第一種住居地域 法22条地域

製本の取りまとめについては監督職員の指示による。

設計に関するＣＡＤデータを貸与するが、著作権者は、  雲南市

＊ 　部

＊ 　部

　　部

　　部

　　部

　　部

（建築工事特記仕様書による）

（建築工事特記仕様書による）

（建築工事特記仕様書による）

（建築工事特記仕様書による）

（建築工事特記仕様書による）

（建築工事特記仕様書による）

（建築工事特記仕様書による）



縮尺 図面番号

一級建築士

設計者 法適合確認欄

病院事業 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事
一級建築士

東本　貴弘 加藤　朱莉島根県知事登録第（8）1817号

ナック建築事務所有限会社

工事名称 図面名称設計年月

2025.11
第395260号第304913号

設備設計一級建築士

特記仕様書（２） A1：---

A3：---

E 02

章

９　感熱表示ラベル 導電部の接続端子近辺には不可逆性の感熱表示ラベルを貼付する。

（変圧器の２次側端子、低圧盤１次側母線）

１０　高調波計算書 機器承諾図提出前に高調波流出電流を計算し、監督職員に提出する。

１１　予 備 品 等 標準仕様書によるほか下記による。

ヒューズ類（種別ごとに下記の数量とする）

　・ 現用数　　・ 現用数の２０％（１個以上）

ＡＢＣ１０型消火器（屋外は樹脂製の箱入りとする）

主回路接続図（透明ケース入り）

Ａ　直流電源装置

１　用　　途 ・ 非常用照明（建築基準法）　　・ 受変電設備用電

力
２　蓄　電　池 ・ ＨＳ型鉛蓄電池　　・ ＭＳＥ型鉛蓄電池

・ 長寿命ＭＳＥ型鉛蓄電池貯
・ リチウム二次電池

・ ニッケル・カドミウムアルカリ電池蔵

設
３　予 備 品 等 標準仕様書によるほか下記による。

主回路接続図（透明ケース入り）備

Ｂ　交流無停電電源

　　装置（ＵＰＳ）

１　方　式 ・ 常時インバータ給電方式（・ 簡易型）　　

・ ラインインタラクティブ方式　・ 常時商用給電方式

２　定 格 出 力 （　　　　　 ）ｋＶＡ

３　停電補償時間 （　 　　　　）分（定格出力運転時）

４　予 備 品 等 標準仕様書によるほか下記による。

主回路接続図（透明ケース入り）但し、簡易形は除く

章

４　パワーコンディ

　　ショナー

出力　　　相　　　線式　　　　Ｖ　　　定格容量　　　　ｋＷ

５　売　　電 ・ 行う　　・ 行わない

６　太陽電池モジュール

　　出力保証

自立運転機能　　・ 有り　　・ 無し

保証期間開始日は引渡し日とする。

２　配 線 器 具 スイッチ、コンセントは大角形とする。

２連以上スイッチは、ネーム付とする。

コンセント容量２０Ａ以上、３Ｐ以上、防水形はプラグを付ける。

床コンセント　　・ アップ式　　・ フロア形

３　非常用照明器具 ・ 電池内蔵型　　・ 電源別置形

・ 分岐　　直流２線式　　１００Ｖ

４　照 明 制 御 ・ 人感センサー制御　　・ 外光（昼光）利用

・ 初期照度補正　　　　・ 段階調光

・ 連続調光

設計照度はＪＩＳによる。

接地極付コンセント（２Ｐ１５Ａ（Ｅ））及び防雨形コンセントの

プラグは不要とする。

・ 分岐　　単相２線式　（ ・１００Ｖ　　・２００Ｖ ）

・ 幹線　　単相３線式　　２００／１００Ｖ１　電 気 方 式５

電

灯

コ

ン

セ

ン

ト

設

備

３

５　光　　源 光源色の図示なき場合は下記による

ＬＥＤ　　　・ 昼白色

　　　　　　・ 電球色

６　コンセントプレート ・ シール等により商用系、自家発系を明示すること。

・ ＯＡタップについては回路番号を明示すること。

６ １　電 気 方 式 三相３線式

　　機器

・ 給湯設備　　・ 排煙設備　　　・ エレベータ設備

・ コンセント　・ 建築関係設備　・ 備品関係設備

・ 浄化設備　　・ 消火設備　　　・ 厨房設備

２　電源を必要とする ・ 空調設備　　・ 換気設備　　　・ 給排水設備

動

設

備

力

３　監　　視 ・ 警報盤　　・ 中央監視盤（別途工事）に接続

４　空調電気設備 ・ 本工事　　・ 別途工事

・ 本工事　　・ 別途工事５　機器への接続

・ 機器収納ラック等取付　　 ・ 情報通信機器取付

１　工 事 範 囲

・ 機器取付

・ デジタル交換機　　・ ボタン電話装置

・ ＩＰ－ＰＢＸ    　・ ＶｏＩＰサーバ

・ 本工事　　・ 別途工事

・ 新　設　　・ 既存交換機改修

２　交　換　機

・ 固定電話  　・ デジタルコードレス電話

３　電　話　機 ・ 本工事　　　・ 別途工事

４　保安器用接地

５　保 安 器 箱 ・ 埋込形　　・ 露出形

１　工 事 範 囲 ・ 配管　　・ 配線　　　　  ・ 端子盤等取付

構

内

交

換

設

備

構
内
情
報
通
信
網
設
備

・ 配管　　　・ 配線　　　  ・ 端子盤取付

・ 本工事　　・ 別途工事

７

８

９

・ 液晶式

１　出退表示盤 ・ ＬＥＤ式（　・ ２モード　　・ ４モード　）

Ｂ　出退表示設備

Ｃ　時刻表示設備

１　親　時　計 水晶式（週差０．７秒以下）

２　子　時　計 ・ 壁掛形　　・ 埋込形　　・ 吊下形　　・ スピーカ組込

・ アナログ式　　・ デジタル式

３　電 池 時 計 電池はリチウム電池とする。

情

報

表

示

装

置

Ａ　マルチサイン設備

１　情報表示盤 ・ ＬＥＤ式（　・ ４色　　・ フルカラー　）

・ 液晶式

映

10

像

・

音

響

設

備

２　対 象 室 名

３　増　幅　器

４　プロジェクター

Ｌｏ形増幅器とする。

・ 本工事  　・ 別途工事

・ 広角型（ワイド型）　　・ 標準型

投写方式　

・ 前面投写式　　・ 背面投写式

５　スクリーン　 ・ 本工事  　・ 別途工事

・ 広角型（ワイド型）　　・ 標準型

・ 手動巻上式  　・ 電動巻上式（ ・ 無線　  ・ 有線　）

６　映像・音響設備 ・ ＣＤプレーヤ　　・ オーディオレコーダ

・ ブルーレイ／ＤＶＤ　　　・　　　　　　　　　　　　

１　工 事 範 囲 ・ 配管　　・ 配線　　・ 機器取付

・　 　　　　　　　　　　　　　　

・ 　　　　　　　　　　　　　　　

章
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・ 標準図による　　・ 設計図による

・ 自立型　　　　　・ 壁面取付形

　　ボルト ボルト　　・ 本工事　　・ 別途工事

５　アンテナ基礎及び 基　礎　　・ 本工事　　・ 別途工事

６　受 像 端 子 ・ 単独　　　・ コンセントと同一プレート

・ 受像端子に付属させる

受

信

設

備

２　機　　器 分岐器、分配器及び直列ユニットは、ＣＳ、ＢＳ、ＵＨＦ・ＦＭ

・ 標準図による　　・ 一般品（金属ケース）

・ 標準図による　　　・ 一般品

３　増　幅　器

共用型とする。

・ ＵＨＦ　　・ ＢＳ／１１０°ＣＳ　　・ ＣＳ　  ・ ＦＭ１　ア ン テ ナ

４　アンテナマスト

テ

レ

ビ

共

同

７　プ　ラ　グ

11

２　増　幅　器 Ｈｉ形増幅器　（　　Ｗ　　　局）

１　放 送 設 備 ・ 一般用　　・ 非常一般兼用

３　形　　式 ・ ラック形　　・ 卓上型　　・ 壁掛形

天井埋込形　ＳＣ６Ｈｉ－１（３）Ｖ３Ｍ

非常放送の場合は消防法適合品とし、形状は一般放送と同様とする。

４　ス ピ ー カ 一般放送のスピーカは図面に特記なき場合は下記による。

壁掛け形　　ＳＷ１Ｈｉ－３Ｖ０

５　放 送 回 路 時報及び自動放送（体操放送等）は音量調節器を経由した回路と

する。（一斉放送回路は使用しない）

６　接　　続 卓上型増幅器の場合、増幅器と外部配線（壁ボックス等）の接続は、

コネクターによる。

設

備

拡

声

12

装

置

誘

導

支

援

１　音声誘導装置 検出部　　　　・ 磁気式  　・ 無線式  　・ 画像認識

案内表示部　　・ 音声　　  ・ 音響

２　トイレ等呼出装置 呼出ボタンは呼出確認ができるものとし、引き紐付とする。

３　インターホン種別 ・ インターホン　　・ テレビインターホン

４　形　　式 親機　　・ 壁掛形　　　・ 卓上形

子機　　・ 壁掛形　　　・ 卓上形

・ 点字説明付　　・ 確認灯付

５　用　　途 ・ 庁内連絡  　・ 外部受付　　・ 身体障がい者用兼用

14

テ

１　調 査 仕 様 図面に記載されていない事項は全て（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会の

「建造物によるテレビ電波障害調査要領」による。

２　調 査 機 関 テレビ電波障害の調査は、（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会による。

３　調 査 内 容 ・ 事前調査　　・ 中間調査　　・ 事後調査

レ

ビ

電

波

障

害

調

査

章

Ｃ　ガス漏れ警報設備

１　警 報 対 象 ・ ＬＰガス　　・ 都市ガス

誘導標識は所轄の消防署と協議の上、取付とする。

・ 遮断弁連動

２　警 報 方 式 ・ 現地警報　　・ 現地警報及び中央警報

３　警報器電源 ・ ＡＣ１００Ｖ　　・ ＤＣ　２４Ｖ

４　受　信　機

５　ガス遮断弁

６　予 備 品 等

・ 単独　　　　・ 火報受信機等と一体

・ 本工事　　　・ 別途工事

標準仕様書によるほか下記による

警戒区域図（透明ケースに収納）

Ｂ　誘 導 灯 等

２　誘 導 標 識 ・ 避難口　　・ 通路　

１　誘導灯の種別 ・ 避難口　　・ 通路　　・ 客席

設

備

15

・ 自動閉鎖装置

・ 漏電火災警報器　　　・ 火災通報装置

３　副 受 信 機 （　　　）窓

４　発信器、ベル、

　　ランプ

・ 単独設置　　・ 総合盤　　・ 消火栓ボックスに組込

・ 単独形　　　・ 複合形（　　　）回線

２　受　信　機 ・ Ｐ型１級　　・ Ｐ型２級　　・ Ｒ形

６　非常警報装置 ・ 複合装置　　・ 一体形　　・ 単独設置

・ 消火栓開閉レバー連動（リミットスイッチ）

５　消火ポンプ起動 ・ 発信器連動　　・ 起動押しボタン方式

７　予 備 品 等

Ａ　火災報知設備等

１　種　　別 ・ 自動火災報知設備　　・ 非常警報設備

標準仕様書によるほか下記による

警戒区域図（透明ケースに収納）

防

犯

備

設

16 １　工 事 範 囲 ・ 配管　　・ 配線　　・ 機器取付

２　警 戒 方 式 ・ 監視カメラ　　・ センサー

・ 別途機械警備

３　監視カメラ ・ 旋回装置　　・ モニタ装置　　・ 録画装置

伝送方式　

・ デジタル同軸伝送方式　　・ ネットワーク　　・ アナログ　

17

雷

保

護

設

備

１　受雷部システム ・ 突針　　・ 水平導体　　・ メッシュ導体　　・ 棟上げ導体

２　引下導線システム ・ 引下げ導線　　・ 建築構造体利用

・ 環状接地極 　・ 網状接地極　 ・ 構造体利用接地極

３　接地システム ・ 板状接地極 　・ 垂直接地極 　・ 放射状接地極（水平接地極）

４　保護レベル

５　大地抵抗率の測定

・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　・ Ⅲ　　・ Ⅳ

工事着手時に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書

を監督職員に提出する。

章

屋

備

設

外
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４　地中埋設深さ

２　埋　設　標

３　ハンドホール ブロックハンドホールとする。

Ａ　構 内 線 路

１　施 工 方 式 ・ 地中配線　　・ 架空配線

・ ＧＬ－６００㎜（　　　　　）

・ ＧＬ－３００㎜（　　　　　）

２　外灯区分開閉器

３　ポール基礎

配線用遮断器（トリップ機構無し）をポール内部に設置する。

・ 設計図による　　・ 標準図による

・ 埋込式　　　　　・ ベースプレート式

・ コンセント　　・ スピーカ　　・ 時計　  ・　　　　　　　　

Ｂ　屋 外 機 器

１　機　　器 ・ 分電盤　　・ 端子盤

６　埋 戻 し 土

良質土は、根切り土中の良質土を使用する。

地中配管の上下５０㎜を砂又は良質土にて保護を行う。

５　支　　線 支線のある場合は支線ガードを設置する。

埋設深さは、地表面又は路盤下より配管上端までとする。

とする。

標準図（電力　　）により設置する。６９

ただし、舗装のある場合は、上記によらず舗装下面から３００mm以上

機　器　取　付　高

テレビ

共　同

受　信

ガス

検知

表　示

電

力

電

灯

動

力

拡

声

時

計

構

内

交

換

誘

導

支

援

火

災

報

知

名　　　　　　　称 測　　　　点

取引用計器

引込開閉器盤

スイッチ

コンセント（一般）

　　〃　　（和室）

スイッチ（宿舎）

　　〃　　（台上）

　　〃　　（土間）

ブラケット（一般）

　　〃　　（鏡上）

　　〃　　（踊場）

壁掛形制御盤

手元開閉器

操作スイッチ

端子盤

保安器箱（一般）

　　 　〃 　　　（壁掛）

壁付位置ボックス（和室）

壁掛形親時計

子時計

壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ

壁付位置ボックス（一般）

　　 　〃 　　　（和室）

　　 　〃 　（身障者用）

壁付インターホン（一般）

機器収納箱

直列ユニット（一般）

直列ユニット（和室）

受信機、副受信機

総合盤

発信器

ベル

表示灯

検知器（都市ガス）

検知器（ＬＰガス）

ガス漏れ中継器

　　〃　　（宿舎居室内）

壁付発信器

押しボタン（多機能トイレ）

 多機能トイレスイッチ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

地　上～窓中心

床　上～中　心

床　上～中　心

台　上～中　心

鏡上端～中　心

床　上～中　心

床　上～下　端

天井下～上　端

床　上～中　心

天井下～上　端

床　上～中　心

天井下～上　端

床　上～中　心

床　上～中　心

床　上～上　端

天井下～中　心

天井下～下　端

１，８００～２，０００

１，８００～２，２００

１，３００

１，１００

３００

１５０

１５０

１５０

８００～１，３００

２，１００～２，３００

２，０００～２，５００

１５０

９００

１，５００

１，３００

３００

２００

１５０

１，３００

２００

２００

１，３００

１，３００

１５０

１，３００

９００ （３００）

１，３００

２００

３００

１５０

１，５００

１，２００～１，５００

８００～１，５００

２，３００

２，１００

３００

３００

３００

（注）誘導支援設備の押しボタン（多機能トイレ）の取付高さ（３００）は床に転倒した時を

　　　考慮した高さ

（上端１，９００以下）１，５００

（上端１，９００以下）１，５００

（上端１，９００以下）１，５００

分電盤、ＯＡ盤、実験盤

１，０００～１，１００

取　　付　　高　　（㎜）

　　機器の取付高は、下表を標準とする。ただし、監督職員の指示により変更することがある。そ
　
の
　
他
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項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

Ａ　非常用発電

１　電 気 方 式 三相３線式　　・ 高圧　　・ 低圧発

電
２　用　　途 ・ 消防設備負荷　　・ 建築基準法関連負荷

・ 一般負荷設

備
３　使 用 燃 料 ・ 灯油　　・ 軽油　　・ Ａ重油　　・ ガス

４　形　　式 ・ 屋内形　　　　　　・ 屋外形

・ 配電盤別置形　　　・ 配電盤搭載形（オープン形）

・ 配電盤搭載形（キュービクル形）

５　発　電　機 （　　　　　　　）ｋＶＡ以上

７　連続運転時間 （     　　  ）時間以上

８　運　転　音 機器、排気管及び排風ダクトより１ｍの位置での運転音

・ １０５ｄＢ（Ａ）　　・ ８５ｄＢ（Ａ）　　・ ７５ｄＢ（Ａ）

９　保 守 運 転 自動

６　原　動　機 （　　　　　　　）ｋＷ以上

・ ディーゼル　　・ ガスエンジン　　・ ガスタービン

建築基準法及び消防法に係る発電装置は、関係法令に適合している

旨の試験成績書等を監督職員に提出する。

標準仕様書によるほか下記による。

ＡＢＣ１０形消火器　１本（屋外は樹脂製の箱入りとする）

Ｂ　太陽光発電

２　耐　風　速

３　系 統 連 系

建築基準法施行令第８７条の規定による風圧力に耐えるものとし、

強度計算書を監督職員に提出する。

・ 行う　　・ 行わない

系統連系を行う場合は、「系統連系技術要件ガイドライン」を

満足すること。

１　公称最大出力

・ 本工事　　

・ 別途工事　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

10　燃 料 系 統

11　防 災 電 源

12　予 備 品 等

（　　　　　　）ｋＷ以上　

　（日射強度 １ｋＷ／㎡，２５℃，ＡＭ１．５）

４

防

災



縮尺 図面番号

島根県知事登録第（8）1817号

ナック建築事務所有限会社

工事名称 図面名称設計年月

2025.11病院事業 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事 特記仕様書（１）
A1：---

A3：---

Ｍ ０１
一級建築士

設計者 法適合確認欄

一級建築士

第304913号

東本　貴弘

第395260号

加藤　朱莉

設備設計一級建築士

39．木製安全施設製品

38．施 工 調 査

37．事前調査等

36．施工図及び施工

35．特定元方事業者の

34．関連他工事

33．負　担　金

32．補　　修

31．はつり工事等

30．土工事

１） 据付方式

・　塗膜塗料に含まれる有害物質

　　現場にてサンプルを採取し、分析を行う。

　　　有害物質の種類　　・ＰＣＢ　　・鉛　　・クロム

　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

    　採取箇所数　（　　　　　）

４）下記の分析調査を行う。

　・ 試料採取箇所（　　　　　　　　）　　　試料数（　　　）

・ 分析調査（定性分析）を行い、結果を報告する。

　・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　・ （材料：　　　　　　　　工法：　　　　　　　　　 ）

　　・ 構内指定場所に堆積

　　・ 構内指定場所に敷ならし

　　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　  

１）埋戻しの種別

２）建設発生土の処理

　　　・ 壁掛型（低リップ）　・ 床置型

２） 洗浄方式

　　　・ 自動式（ ・ ＡＣ電源　・ 自己発電　・ 乾電池 ）

　　　・ 手動式

　　　（県産木材製品）

（注）取り扱いは平成２５年３月８日付営第９４５号による

　　　（表示板１，４００㎜×１，１００㎜用）　　　　台

・ 工事用標示板

＊ 工事用バリケード　　　　　　　　　　　　 　　　５台

　　　（表示板１，４００㎜×５００㎜用）　　　　　２台

＊ 工事用看板

　　・ 現場説明書による

　　　計画書

　　　指名

１）本工事の施工計画に先立ち事前調査を行う。

２）事前調査後速やかに調査結果をまとめ監督職員に報告書を

　　提出する。

２

設

備

具

器

生

衛

　　　・ 手動式（ ・ ハンドル式　・ レバー式 ）

　　　・ 自動式（ ・ ＡＣ電源　・ 自己発電　・ 乾電池 ）

・水栓方式４．洗面器、手洗器

３．小　便　器

２） 洗浄方式

１） リモコン　２．洋風大便器

　　　・ リモコン　・ 手動式

　　　・ 自動式（ ・ ＡＣ電源　・ 自己発電　・ 乾電池 ）

　　　・ 必要（ ・ 電池式　・ 自己発電式）　・ 不要

２）リモコン等の配置はＪＩＳ Ｓ ００２６による。

１）島根県ひとにやさしいまちづくり条例施設整備マニュアルによる。１．多機能トイレ

提出した施工図及び施工計画書に関わる当該建物における使用権は

発注者に委譲するものとする。

受注者は以下の規定に基づき、特定建築材料等の有無を事前に調査し、発

注者へ書面により説明すること。併せて調査結果の掲示及び所管労働基準

監督署長並びに都道府県知事等への報告を行うこと。

（大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則第３条及び第４条の２）

下記の者に、労働安全衛生法第３０条第２項に基づく指名を行う。

・ 本工事の受注者

・ 関連他工事の受注者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　監督職員に報告する。原則として探査方法は走査式埋設物調査

２）はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い

　　（電磁誘導法または電磁波レーダ法）とする。

　　ダイヤモンドコアによる。

１）既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、

　　工法等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３）山留め

　　鋼矢板等の抜き跡の処理工法　　＊ 砂を充てんする

　　残置　　・ する　　　＊ しない

・ ガス　　　　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

・ 水道　　　　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

・ 下水道　　　　　　　　　円

２）汚染、損傷した場合は速やかに監督職員に報告する。

　　ならい補修する。

１）工事の施工に伴い既存部分を汚染又は損傷した場合は既存に

・　　　　　　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　　　　

３）調査結果を考慮し施工計画書、施工図を作成する。

章 項　 　　目 章 項　 　　目 章 項　 　　目項　 　　目章

機 械 設 備 工 事 仕 様 書
特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項

 Ⅰ 工　事　概　要

　２．地　域　地　区　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３．敷　地　面　積　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

　４．建　物　用　途

　５．棟　別　概　要

１

２

３

４

５

６

７

№
建　物　名　称 建築種別 階数

消防法

の区分
延面積（㎡）建築面積（㎡）構　造

合　　　　　　計

・ 消防設備等の技術基準

 　　　　　　　全国消防長会中国支部編（第８次改訂版）
１ １．適用基準等

般

共

事

項

一

通

＊ 営繕工事写真撮影要領（平成２８年版）による

　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人公共建築協会 編集

　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修

　　　 工事写真撮影ガイドブック　機械設備工事編　平成３０年版

ただし、使用量の少ないもの、簡易な機材又は品質を証明する資料

職員の承諾を受けて証明資料の提出を省略することができる。

１）～６）の事項を満たすものとする。

の入手困難なもの等については、次の１）～６）を考慮の上、監督

１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

２）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

３）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

４）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

５）安定的な供給及び保守等の営業体制が整えられていること。

本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する

ものとし、ＪＩＳマーク表示のない機材及びその製造者等は、次の

２．機材の品質等

６）材料及び接着剤等のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等

の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

ただし、一般社団法人公共建築協会編集・発行の「建築材料・設備

いては、所定の品質及び性能を有しているものとする。

なお、商品名が記載された機材については、当該商品又は同等品を

使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受

けるものとする。

また、これらの機材を使用する場合は、設計図書に定める品質及び

等品質性能評価事業　建築材料等評価名簿（最新版）」及び

「同設備機材等評価名簿（最新版）」に記載されたものにつ

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進

３．環境への配慮

特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の

基準を満たすものとする。

　　届出手続等

４．官公署その他への

と。

にガス供給事業者に着手前説明を行い、完了時に完成図を提出するこ

工事現場におく電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、

電気工作物の保安の業務を行うものとする。

５．電気保安技術者

・ 設置できる

・ 設置できない

　（ ・ 敷地内　・ 敷地外（設置可能場所：　　　　　　　　　　）

６．現場事務所

７．工事用電力、水 構内既存の施設

工事用水　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

工事用電力　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 引き渡しを要するもの

・ 現場において再利用を図るもの

産業廃棄物の処理及び再資源化を図るものは下記による。

項　目 品　目 搬 出 場 所

備　考

（再資源化

の有無等）
（有・無）

処分費

（有・無）

区間

ＤＩＤ

（Ｋｍ）

距離

・ コンクリート塊

・ アスファルト塊

・ コンクリート

　 及び鉄から

　 成る建設資材

・ 木材

・ 家電リサイクル

　 製品

特定建

設資材

特別管

理産業

廃棄物

家電リサ

イクル法

に基づく
物

・ フロンガスフロン排
出抑制法
基づく物

その他

・ 金属くず

・ 廃プラ

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

交通整理員

交通安全管理の必要な作業等人・日数

以下のとおり、交通の誘導に係る業務に従事する者を配置すること。

配置する位置は別に図示する。

９．交通安全管理

名　称

　（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、

サイズ（㎜）

下記のものを提出する。

提出部数区　　分

仕様は、島根県建築工事写真取扱要領による。

分　　　類

工 事 中
　　部写 真 ＊ ８０×１２０ 程度＊ カラー

（着工前含）

外部全景　＊ １２０×１７０ 程度

その他　＊ ８０×１２０ 程度
＊ カラー完成写真 部

（ＣＤ－Ｒ等）

電子データ デジタルカメラを使用した場合は、工事中写真及び

完成写真のデータを記録したＣＤ－Ｒ等を提出する。

（注）フィルムカメラを使用する場合は監督職員と協議する。

10．工 事 写 真

有

有

有

有

　 令等に従い適切に処理する。

　 分析の要否を判定する。

に関する基本方針（令和５年２月２５日変更閣議決定）」に定める

標準仕様書によるほか、液化石油ガス設備工事を施工する際は着手前

・ 石綿含有建材

・ 石綿含有建材（ガスケット、パッキン、たわみ継手等）は関係法

・ 撤去する石綿含有建材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有

（営繕課HP掲載）による

　　　  交通整理員については資格を問わない。

 　   　取扱いは「建築工事における交通誘導員等の取扱い基準」

　６．工　事　種　目　（○印を付したものが該当）

衛  生  器  具  設  備

給　水　設　備

排　水　設　備

消　火　設　備

ガ　ス　設　備

給　湯　設　備

浄　化　槽　設　備

空　気　調　和　設　備

自　動　制　御　設　備

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

エ レ ベ ー タ ー 設 備

換　気　設　備

建　築　工　事

電　気　設　備

技能士制度の趣旨を十分理解の上、積極的な活用に努めること。11．技能士の適用

・ 竣工図と施工図を１冊にまとめる。

仕様は、島根県建築工事完成図取扱要領による。

品　名　・　仕　様 提出部数

　　製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版　・ 原図サイズ ）白焼

＊ 施工図

　（構造躯体図、設備の配管配線図、監督職員が指示する図面）

　　表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上））

　　表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上））

＊ 竣工図複

写

図

　部

　部

　　製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版　・ 原図サイズ ）白焼

下記のものを、竣工後１５日以内に提出する。

＊ 電子データ（PDFデータ、ＣＡＤデータ、施工図）（ＣＤ－Ｒ等）

にある。なお、貸与されたデータは、当該工事における施工図又は

完成図の作成のため以外に使用してはならない。

製本の取りまとめについては監督職員の指示による。

12．完　成　図

建築物等の利用に関する説明書

（建築物等の利用に関する説明書作成要領による）

機器取扱い説明書

書　類　名 提出部数

機器性能試験成績書及び配管試験等記録

官公署届出等書類（完了検査、検査済証を含む） ・ 　部

13．保全に関する資料

総合試運転調整測定表

その他監督職員が指示するもの

建築物等の利用に関する説明書の電子データ（ＣＤ－Ｒ等）

装置全体の施工完了時に、下記の総合試運転調整を行う。

・ 風量調整

・ 水量調整

・ 室内外空気の温湿度の測定

・ 室内気流及びじんあいの測定

・ 騒音の測定

・ 飲料水の水質検査

　  ・ 水道法施行規則による水質検査

　  ・ 雑用水の水質検査

　  測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、

　  測定箇所数は監督職員の指示による。

　　・ 一般飲料水適否簡易検査（建築物における衛生的環境の確保

　　　 に関する法律に基づく１１項目）

　　　 する法律に基づく１６項目）

　  ・ 一般飲料水適否検査（建築物における衛生的環境の確保に関

機器類は、図示する形状及び配管などの取り出し位置により、特定

製造者の製品を指示、限定しない。

型番変更等により参考型番が変更または廃止されている場合、

参考型番の同等品とする。

１）給水管、給湯管、排水管の保温は下記の部分を除きグラスウール

　　保温材とし、施工順序は標準仕様書による。

　　　保温材とする。

　　①暗渠内及び屋内外露出給水管の保温はポリスチレンフォーム

　　　保温材とする。

　　②多湿箇所及び屋内露出排水管の保温はポリスチレンフォーム

２）スラブ上転がし排水管（耐火二層管を除く）はグラスウール保

　　ただし、ユニット付属部は耐火二層管とする。

３）一般ダクトの保温はグラスウール保温材とする。

４）機器の保温はグラスウール保温材とする。

５）冷媒管に断熱被覆銅管を使用した場合の外装材は下記による。

　　屋内露出　・保温化粧ケース（・樹脂製）

　　　　　　　・合成樹脂カバー（・ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ　・ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ）

　　屋外露出　・保温化粧ケース

　　　　　　　　（・樹脂製　・溶融亜鉛めっき製　・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製

　　　　　　　・ステンレスラッキング（JIS G 4305）

６）全熱交換ユニットより外気側のダクト

　　・断熱する　・断熱しない

７）合成樹脂カバー（冷媒管以外の管）

　　・１（シートタイプ）　・２（ジャケットタイプ）

　　等の性能を有する製品を監督職員の承諾のうえ使用できる。

　　温材とし、保温厚が確保できない場合はグラスウール保温材同

原則として、電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は図面に記載さ

とする。

れている数値以下、機器類の能力及び容量等は表示された数値以上　　　機器能力表示

「島根県営繕工事等情報共有システム実施要領」に基づき、情報共有14　情報共有システム

システムを利用した場合は、情報共有システムで処理を行った書式一

式を、工事完成時に電子媒体（CD-R等）で納品することを基本として

受発注者間協議により決定する。

15．総合試運転調整

16．図 形 表 示

17．電気容量及び

18．保温

１）下記の部分を除き、原則として塗装を行う。

　　下記の部分において塗装が必要な場合は図示による。

　　　①亜鉛めっきされたもので常時隠ぺいされる部分

　　　②亜鉛めっきされた金属電線管、鋼製架台及び支持金物類

　　　③主、各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされた

　　　　露出ダクト及び露出配管

　　　④カラー亜鉛鉄板面

　　　⑤亜鉛めっき以外のめっき仕上げ面

３）防錆塗料については国土交通大臣特別評価方法認定品を

　　使用してもよい。

４）残りネジ部、及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、

　　さび止めペイント２回塗りを行う。

２）塗装を施さない部分、箇所　　　・ 倉庫　・ 車庫　・ 駐車場

　　　⑧埋設されるもの（ただし、防食塗装部分を除く）

　　　⑥樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部分

１）設備機器の固定は、「建築設備耐震・施工指針（国土交通省

　　国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）

　　２０１４年版」及び「（一般社団法人）日本エレベーター協会

　　発行の「昇降機耐震設計施工指針（日本建築設備昇降機センター

　　編集）２０１４年版」による。

建築設備の設計用標準水平震度（Ｋｓ）

注）上層階の定義は次による。

地階及び１階

中間階

屋上及び塔屋

上層階

設置場所
一般機器

１．０機　器

防振支持の機器 １．５

１．０

機　器 ０．６

１．０防振支持の機器

０．６

０．４

防振支持の機器

機　器

０．６

０．６

機器種別

建物の種別 ・ 一般の施設

水槽（タンク）類

水槽（タンク）類

水槽（タンク）類

１．５

２．０

１．５

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．０

２．０

２．０

２．０

１．５

１．５

１．５

１．０

１．５

１．０

重要機器一般機器重要機器

・ 特定の施設

１．０

１．０

０．６

１．０

１．５

１．０

１．５

２．０

１．５

　２～６階建ての場合は最上階、７～９階建ての場合は上層２階、

　１０～１２階建ての場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階

　　　⑦アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム―亜鉛鉄

　　　　板、合成樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面

19．塗　　装

20．耐 震 措 置

２）重要機器　　　

　　・ 水槽類（受水槽、高架水槽）

　　・ 給水ポンプ（加圧給水ポンプユニット、揚水ポンプ）

　　・ 危険物貯蔵装置（オイルタンク、サービスタンク）

　　・ オイルポンプ

　　・ エアコン室外機（ルームエアコンは除く）

３）一般機器

　　重要機器以外のもので機器重量が１ｋＮを超える機器

　  設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くもの

　  とする。

４）設計用鉛直地震力

　  ・ Ｓ１４　・ Ａ１４

　  ・ ０．９　　・　　　　　　　　　　　　

　  エレベーターの設計用標準水平震度（Ｋｓ）は標準仕様書による。

５）エレベーターの耐震クラス

６）地域係数　

　　対象機器は重要機器及び一般機器とする。

７）あと施工アンカーの引き抜き試験

　  試験箇所は監督職員の指示による。

　　試験方法は引張試験機による引張試験とする

　　確認強度は対象機器ごとのあと施工アンカー１本に作用する

　　引抜き力以上とする

１）機器の耐震施工

　　①エアコン室外機の転倒防止措置は図示による。

　　②給湯設備機器の設置は「平成２４年国土交通省告示

　　　第１４４７号」による。

２）横引き配管等は地震時の設計用水平震度及び設計用鉛直震度に

　　応じた地震力に耐えるよう建築設備耐震設計・施工指針

　　２０１４年版によるＳＡ種、Ａ種又はＢ種耐震支持を行う。

　　ただし、次の場合を除く。

　　　  ダクト

　  　　　の強度試験資料を監督職員に提出し承諾をうけること。

　  ・ 

　  ・ 消火設備機器（消火ポンプユニット、自動消火設備機器、

　  　　　　　　　　 パッケージ形消火設備機器）

　　試験本数は対象機器１台につき、３本とする。

　　ただし、エアコン室外機は機器１台につき、１本とする。

　  （注）機器重量が１ｋＮ以下の機器は使用するアンカーメーカー

　　　①吊り長さが平均０．２ｍ以下、または、４０Ａ以下の配管

　　　 （銅管は２０Ａ以下）

　　　②吊り長さが平均０．２ｍ以下、または、周長１．０ｍ以下の

21．耐 震 施 工

　　　補強　　　　　・ 本工事　・ 別途建築工事

　　　補強　　　　　・ 本工事　・ 別途建築工事

　　　開口　　　　　・ 本工事　・ 別途建築工事

３）機器の基礎

　　　（　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　）

　　・ 本工事　　　

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

　　　取り合い

　　　（　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　）

　　・ 別途建築工事

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

　　　（　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　）

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

７）リモコン用配線　・ 本工事　・ 別途電気設備工事

８）リモコン取付け　・ 本工事　・ 別途電気設備工事

６）リモコン用配管　・ 別途電気設備工事　・ 本工事

５）一次側電源　　　・ 別途電気設備工事　・ 本工事

４）二次側電源　　　・ 本工事　・ 別途電気設備工事

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

１）外壁と設備の取り合い部分（配管等の貫通部を含む）は

２）シーリング材は、外壁の種類に応じたものとする。

　　　説明板

２）板の大きさ及び文章は監督職員の承諾を受ける。

　　（白地）に黒及び朱色の文字で書く。

１）機器の運転操作要領及び取扱い上の留意事項をアクリル板

　　　１０㎝×１０㎝、英数字は１０㎝×５㎝程度とする。

　　　表示方法

　３）貼付表示する場合は、耐候性のある材料を使用し、日本語は

　２）水槽類には有効容量、設置年月を明記する。

機器類

　３）貼付表示する場合は、耐候性のある材料を使用する。

　２）弁にはアクリル版札を取り付けて用途を明記する。

　１）配管及びダクトの用途、系統及び流れ方向を表示する。

配管ダクト類

　　＊ 標準図（機材２）による。

１）標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。

　　等は、ステンレス製（ＳＵＳ３０４）、又は溶融亜鉛めっき仕上

　　　固定金物 　　ナット類はステンレス製（ＳＵＳ３０４）、又は溶融亜鉛めっき

　　とする。

３）屋外及びピット内、多湿箇所に使用する鋼材類はステンレス製

２）屋外及びピット内、多湿箇所の配管、ダクトに使用する支持金物

　　使用する。

２）イオン化傾向の大きくなる異種管の接続には、絶縁継手を

　　調整する。

１）ねじ加工に際しては、ねじゲージを使用し、ねじの長さを

１）梁・壁・床貫通部の補強

２）天井開口（下地を含む）及び補強

９）その他

　　・ 本工事　　　

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

　　・ 別途建築工事

　　　（　　　　　　　 　 　　　）（　　　　　　  　　　　　）

　　シーリングを行う。

　　仕上げ（ＨＤＺＴ４９）とする。

　　げ（ＨＤＺＴ４９）とする。

　　（ＳＵＳ３０４）、又は溶融亜鉛めっき仕上げ（ＨＤＺＴ４９）

４月策定）」による。

「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成２１年

　外部足場

・ 本工事で設置する。

　内部足場 

・ 建築工事設置の足場を利用

　　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　・ Ｆ種　  

　　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　・ Ｆ種　

　　・ Ｇ種

22．他工事との

23．外壁との取り合い

24．配 管 施 工

25．支持金物、

26．地中埋設標

27．配管名等の

28．機器操作要領の

29．足　　場

　１）エアコン室外機には系統名及び機器番号、設置年月を明記する。

１）ポンプ及び屋外設置機器、ピット内、多湿箇所のアンカーボルト、

備

設

水

給

３ ・ 公共水道直結給水　　・ 重力給水（高置タンク方式）

・ 加圧給水方式

１．給 水 方 式

１）一般配管用

　　・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

　　・ 架橋ポリエチレン管（ＪＩＳ Ｋ ６７６９）

　　・ ポリブテン管（ＪＩＳ Ｋ ６７７８）

２．配 管 材 料

２）中水配管用

３）土間配管用

　　・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ ・ ＨＩＶＰ　・ ＶＰ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＪＩＳ Ｋ ６７４２）

　　・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＤ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

４）屋外埋設用

　　・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ ・ ＨＩＶＰ　・ ＶＰ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＪＩＳ Ｋ ６７４２）

　　・ 水道用ポリエチレン二層管（ＪＩＳ Ｋ ６７６２）

　　・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＢ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

　　・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

※中水配管と上水配管が混在する建物では中水配管用にSGP-VAを用

　い、上水配管用にSGP-VBを用いる。

　　 ・ 給水用高密度ポリエチレン管

　　・ 給水用高密度ポリエチレン管

　　・ 給水用高密度ポリエチレン管

　７．設備概要（改修の場合は工事対象を示す。）（○印を付したものが該当）

・ 水道直結方式　・ 高置タンク方式　・ ポンプ直送方式

排水方式 ・ 建物内の汚水と雑排水（ ・ 合流　・ 分流 ）

放流先 汚　水

雑排水

排水槽

消火設備 ・ 屋内消火栓　・ 連結送水管　・ 屋外消火栓　・ スプリンクラー　

・ 消防用水　・ 泡消火　・ 連結散水装置　・ フード等用簡易自動消火装置

ガス設備

給湯設備 ・ 有り（ ・ 局所式　・ 中央式 ）　・ 無し

・ 熱源（ ・ 電気　・ 都市ガス　・ 液化石油ガス　・ 灯油　・ Ａ重油 ）

浄化槽設備

・ 無し

・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 直放流下水管　・ 浄化槽　・ その他（　　　　　　　     　　　　 　　）

・ 直放流下水管　・ 浄化槽　・ その他（　      　　　　　　　　　　　　）

・ 粉末消火装置　・ 不活性ガス消火（ ・ 窒素　・　　　　　　　   　  　）　

・ 有り（ ・ 合併処理　・ 小規模合併処理　・　　　　　　　　 　　　　　）　

空気調和方式等

・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式　

・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

主要熱源機器 ・ 鋼製ボイラー　・ 鋳鉄製ボイラー　

・ 温水発生機（ ・ 真空式　・ 無圧式 ）　・ チリングユニット

・ 吸収冷温水機　・ 吸収冷温水機ユニット　・ 空気熱源ヒートポンプユニット

・ パッケージ形空気調和機　・ マルチパッケージ形空気調和機

・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

衛

生

設

備

換　気　設　備

排　煙　設　備

自　動　制　御　設　備

・ １種換気　・ ２種換気　・ ３種換気

・ 機械排煙（ ・ 有り　・ 無し ）　・ 適用法規（ ・ 建基法　・ 消防法 ）

・ 自動制御方式（ ・ 電気式　・ 電子式　・ デジタル式 ）

給水方式

設

備

空

調

・ 都市ガス　種別（　　　　　　　ＭＪ／ｍ３Ｎ）　　・ 液化石油ガス

・ 有り（計画容量：　　　　　　　ｍ３）　・ 無し

・ 空気調和（ ・ 単一ダクト方式　・ 各階ユニット方式　・ パッケージ方式 ）

・ ハロゲン化物消火　・ 消火器　・ 無し

　　　（以下「標準図」という）による。

 Ⅱ

１．

工　事　仕　様

共　通　事　項

（１）図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞ

　　　れの工事仕様書を適用する。

（２） 特記事項は、・ 印を適用する。

　　　　・ 印の無い場合は、＊ 印のあるものを適用する。

　　　　・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

２．特　記　事　項

（１） 章及び項目は、番号に○印のついたものを適用する。

　　　監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和４年版」（以下「標準

　　　仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）令和４年版」

　　　ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和

　　　４年版」（以下「改修標準仕様書」という）による。

　１．工  事   場   所 島根県雲南市大東町飯田地内

新本館棟 改修 ＲＣ造

　　・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８） （上水）

（井水）

医 療 ガ ス 設 備

８．発生材の処理

５ ６項イ

・ 保温くず

設計に関するＣＡＤデータを貸与するが、著作権者は、　雲南市

(建築工事特記仕様書による）

(建築工事特記仕様書による）

(建築工事特記仕様書による）

水道事業管理者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）雲南市水道局

・ 陶器類

6,669.210 24,447.740

27， 178.183

(建築工事特記仕様書による）

(建築工事特記仕様書による）

病 院

都市計画区域内 第一種住居地域 法 22条地域

(建築工事特記仕様書による）

(建築工事特記仕様書による）

　　部

　部

＊ 　部

＊ 　部



縮尺 図面番号

島根県知事登録第（8）1817号

ナック建築事務所有限会社

工事名称 図面名称設計年月

2025.11病院事業 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事 A1：---

A3：---
特記仕様書（２）

０２Ｍ
一級建築士

設計者 法適合確認欄

一級建築士

第304913号

東本　貴弘

第395260号

加藤　朱莉

設備設計一級建築士

　　水質基準

13．空調用流体の

10．ばい煙測定口

11．屋外フード類

12．弁 の 耐 圧

14．高調波対策

章 項　 　　目 章 項　 　　目

３．消火器ボックス １）屋外　・ 樹脂製　　・　　　　　　　　　

２）屋内　・ 図示　　　・　　　　　　　　　　　　

４．保　　温 消火配管の保温仕様は、給水管を準用する。

（施工場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．弁 の 耐 圧 図示なき弁の耐圧は１０ｋとする。

６．所轄消防署 ･

１．配 管 材 料 １）屋内一般６
　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

２）コンクリート埋込　ガ
　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ ポリエチレン被覆鋼管ＪＩＳ Ｇ ３４６９）ス
３）土中埋設

　　・ ガス用ポリエチレン管（ＪＩＳ Ｋ ６７７４）設
　　・ ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

備

２．ガスメーター ・ ガス事業者貸与（配管はメーターユニオンまで本工事）

・ 買取

３．ガスコック １）過流出安全装置付とする。

２）ゴムキャップ付とする。

３）ボックスコックは押回しカチットタイプとする。

４．そ　の　他 １）配管には必要に応じ水抜装置を取付ける。

２）都市ガス工事はガス事業者の指定業者の施工とする。

３）実験用高圧ガスは請負者の責任施工とする。

４）ガス器具はガス事業者認定品（都市ガス）とする。

５）ガス器具は検定合格品（液化石油ガス）とする。

６）都市ガスはガス供給事業者の供給約款による。

１．配 管 材 料 １）給湯配管７
　　・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

　　　　　　　　　（ＳＧＰ－ＨＶＡ）（ＪＩＳ Ｋ １４０）

　　・ 一般配管用ステンレス綱鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８）給
　　・ 銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００）

　　・ 被覆銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００）湯
　　・ 架橋ポリエチレン管（ＪＩＳ Ｋ ６７６９）

　　・ ポリブテン管（ＪＩＳ Ｋ ６７７８）設
２）油配管

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ黒）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）備
　　・ ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

２．管の接合等 架橋ポリエチレン管及びポリブテン管の支持間隔は標準仕様書に

よるほか、メーカーの示す施工方法に準じ分岐部及び曲がり部に

おいても適切に固定する。

３．電 気 工 事 １）電源供給　・ 別途電気設備工事　・ 本工事

２）操作、制御回路は本工事とする。　

　　（ ・ 一括警報用無電圧接点付とする ）

４．弁 の 耐 圧 図示なき弁の耐圧は５ｋとする。

ただし、水道直結部分及び図示により示す部分は１０ｋとする。

５．空 気 抜 き 空気溜まりを生ずる箇所には、操作の容易な位置に空気抜き装置を

設ける。

１．処理種別及び方式 ・ 小規模合併処理８
　（ ・ 担体流動生物濾過方式　・ 嫌気分離接触ろ床方式 ）

・ 合併処理（　　　　　　　                         　　　　）

・ その他　（　　                         　　　　　　　　　）浄

２．人槽算定式化

槽

設

備

章 項　 　　目 章 項　 　　目章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項

１．配 管 材 料 １）屋内汚水管４
　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（Ｄ－ＶＡ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＷＳＰ ０４２）排
　　・ 耐火二層管（国土交通大臣認定品）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

　　・ 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（ＮＥＴＩＳ登録品）設
２）屋内雑排水管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）備
　　・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（Ｄ－ＶＡ）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＷＳＰ ０４２）

　　・ 耐火二層管（国土交通大臣認定品）

　　・ 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（ＮＥＴＩＳ登録品）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

　　　　＊ 使用箇所は図記による。

３）屋内通気管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ 耐火二層管（国土交通大臣認定品）

　　・ 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（ＮＥＴＩＳ登録品）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

４）屋外露出汚水管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（Ｄ－ＶＡ）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＷＳＰ ０３２）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

５）屋外露出雑排水管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（Ｄ－ＶＡ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＷＳＰ ０３２）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

６）屋外露出通気管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

７）屋外埋設汚水管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ ・ ＶＰ　・ ＶＵ ）

　　　　　　　　　　　　　 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（ＡＳ ５８）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＳ－ＶＵ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＪＩＳ Ｋ ９７９７）

８）屋外埋設雑排水管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ ・ ＶＰ　・ ＶＵ ）

　　　　　　　　　　　　　 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（ＡＳ ５８）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＳ－ＶＵ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ＪＩＳ Ｋ ９７９７）

９）建物から屋外第一桝まではＶＰ管とする。

２．小口径汚水桝 ＶＰ管を接続する場合はＶＰ－ＶＵ変換ソケットを使用する。

（ 建物から屋外第１桝までのＶＰ管の接続は除く ）

３．通　気　口 ・ ベンドキャップ（ ＶＣ：アルミ製 ）

・ 排水用通気（ 吸気 ）弁（ 樹脂製 ）

４．マンホール蓋 １）マンホール蓋は鎖付とする。

２）塗装はSHASE-S 209による。

３）マンホール用手かぎを１組納品する。

･

３．管の接合等 １）鋼管と塩化ビニル管の接合は５０Ａ以下をユニオンシモク接合

　　とし、管端防食継手との接合の際は異種管接続用管端防食管継手

　　を使用する。６５Ａ以上の接合はフランジ接合とする。

２）６０Ｓｕ以下のステンレス鋼管継手は一般配管用ステンレス鋼管

　　の鋼管継手性能基準による継手とする。７５Ｓｕ以上のステン

　　レス鋼管継手はハウジング継手とする。

３）架橋ポリエチレン管及びポリブテン管の接合方法

　　・ さや管ヘッダー工法　・ ヘッダー工法（保温付管）　

　　・ 分岐工法（ ・ 融着接合　・ メカニカル接合 ）

４）架橋ポリエチレン管及びポリブテン管の支持間隔は標準仕様書に

　　よるほか、メーカーの示す施工方法に準じ分岐部及び曲がり部に

　　おいても適切に固定する。

５）ビニル管の接合方法

　　・ 接着接合　　・ ゴム輪接合

　　ビニル管の接合方法をゴム輪接合とする場合、継手部には

　　離脱防止金具を使用する。

６）ポリエチレン管の接合方法　

　　　５０Ａ以下　・ メカニカル接合　・ 電気融着接合

　　　７５Ａ以上　・ 電気融着接合

　　水道用ポリエチレン二層管は５０Ａ以下とする。

７）給水用高密度ポリエチレン管を使用する場合の配管支持間隔は

　　標準仕様書及びメーカー施工標準のうち短い方を適用する。

４．弁 図示なき弁の耐圧は１０ｋとする。

土中配管に使用する弁は埋設用とする。

給水引き込み部は水道事業者の指定品とする。

・ 定流量弁（ ・ 流量固定式　・ 流量調整式 ）

５．タ　ン　ク １）マンホールカバーは施錠する。

２）電極棒取付材及び電極棒の取付は本工事とする。

３）フレキシブルジョイントは（ ・ ステンレス製 ・ 合成ゴム製 ）

　　とする。

４）屋外に設置するタンクの積雪耐荷重は２ＫＰａ以上とする。

５）マンホールは、気密姓を有する構造とし、断熱性を有するタンク

　　の場合には保温形（二重蓋構造等）とする。

６）タンクから排水バルブまでの配管は給水設備に準ずる。

７）ドレン配管はタンク本体から支持する。

６．空 気 抜 き 空気溜まりを生ずる箇所には、操作の容易な位置に空気抜き装置を

設ける。

７．電 気 工 事 １）電源供給は（ ・ 本工事　・ 別途電気工事 ）

２）操作、制御回路は本工事とする。　　

　　（ ・ 一括警報用無電圧端子付とする ）

３．そ　の　他 図示による

１．配 管 材 料 １）給水９
　　・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

　　・ 一般配管用ステンレス鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８）空
　　・ 給水用高密度ポリエチレン管（ＰＷＡ ００５）

２）冷温水調
　　・ 一般配管用ステンレス鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）設
　　・ 架橋ポリエチレン管（ＪＩＳ Ｋ ６７６９）

　　・ ポリブテン管（ＪＩＳ Ｋ ６７７８）備
　　　　（注）架橋ポリエチレン管及びポリブテン管はファンコイル

　　　　　　  ユニット機器接続部のみに使用する。・
　　・ 空調配管用高性能ポリエチレン管（ＮＥＴＩＳ登録品）

３）冷却水換
　　・ 一般配管用ステンレス鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

　　・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）気
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）設
　　・ 給水用高密度ポリエチレン管（ＰＷＡ ００５）

４）蒸気給気備
　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ黒）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

５）油　

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ黒）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

６）蒸気還管

　　・ 圧力配管用炭素綱鋼管（ＳＴＰＧ３７０黒Ｓｃｈ４０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＪＩＳ Ｇ ３４５４）

７）冷媒

　　・ 冷媒用断熱材被覆銅管（ポリエチレン保温材（難燃性））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＪＣＤＡ ０００９）

８）ドレン

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管

９）６０Ｓｕ以下のステンレス鋼管継手は一般配管用ステンレス鋼管

　　の管継手性能基準による継手とする。７５Ｓｕ以上のステンレス

　　鋼管継手はハウジング継手とする。

２．管の接合等 １）給水用高密度ポリエチレン管、空調配管用高性能ポリエチレン管

　　を使用する場合の配管支持間隔は標準仕様書及びメーカー施工

　　標準のうち短い方を適用する。

２）架橋ポリエチレン管及びポリブテン管の支持間隔は標準仕様書に

　　よるほか、メーカーの示す施工方法に準じ分岐部及び曲がり部に

　　おいても適切に固定する。

３．フレキシブル ステンレス製ベローズ形とする。

　　ジョイント

４．空 気 抜 き 空気溜まりを生ずる箇所には、操作の容易な位置に空気抜き装置を

設ける。

５．ダ　ク　ト １）長方形ダクトの製作

　　・ アングルフランジ工法

　　・ コーナーボルト工法

　　　（ ・ 共板フランジ　・ スライドオンフランジ ）

　　ただし、長辺が１５００㎜を超えるもの及び、最大静圧が

　　５００Ｐａを超えるものはアングル工法とする。

２）円形ダクト

　　・ 亜鉛鉄板製（スパイラルダクト）

　　・ 硬質塩化ビニル製（ＶＵ管）

３）防火区画貫通部の施工

　　貫通する部分の前後１５０㎜以上を１．６㎜の鋼板製と

　　する。

６．吹出口、吸込口 １）枠及びスリットの材質はアルミニウム製とする。

２）着色　　・ する　　・ しない

７．点　検　口 サプライチャンバー、リターンチャンバー等には点検口

（４５０×６００）を取り付ける。

８．チャンバー 外壁に面するガラリに設けるチャンバーは有効なドレン装置を

設置すること。

９．予備フィルター ・ 図示による。

・ フィルター装着枚数の（ ・ １００％　　・　   　　％）

　 ただし、ルームエアコン、パッケージ形マルチ室内機、カセット

　 形全熱交換器、カセット形ファンコイルを除く。

煙道内の排気流速が安定している直管部分に８０φのものを

取り付けること。

着色　・ する　　・ しない

図示なき弁の耐圧は５ｋとする。

日本冷凍空調工業会（冷凍空調機器用水質ガイドライン）による。

定格電流値が２０Ａを超える機器は高調波対策を施す。

１．自動制御方式 図示による10

２．中央監視装置 ・ 有り（ ・ 本工事　　・ 別途工事 ）　　・ 無し自
　（仕様は図示による）

動

３．電 源 装 置 ・ 要（ ・ 本工事　　・ 別途工事 ）　　・ 不要制

御
４．温度調節器等 取付け高さは　　　・ １３００㎜　　・                         

設

５．計装工事の配線 １）屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線と備
　　する。

　　天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とす

　　る。

２）原則として、次の用途に使用する電線類はＥＭケーブルとし、

　　規格は一般共通事項１９．電線類の規格による。（機器、盤類は

　　これによらなくてもよい）

　　　用途　：　① 電源線、接地線

　　　　　　　　② 電気式の調節器（サーモ、ヒューミ等）用電線

　　　　　　　　③ 各種検出部（温度、湿度等）、操作器（バルブ、

　　　　　　　　　 ダンパー等）における弱電信号、通信線を除く

　　　　　　　　　 制御線

６．そ　の　他 図示による

１．配 線 材 料 図示による。11

２．機器取付高 機器の取付高は下記を標準とする。ただし監督職員の指示により電
変更することがある。

１）スイッチ　１，３００㎜（ 床上～中心 ）気

設
３．再使用機器 取外し再使用する機器は清掃及び絶縁抵抗測定の上取付ける。

備

４．予 備 配 管 壁内に埋込みとなる分電盤、端子盤等には予備配管として、

Ｅ２５×２ 又は ＰＦ２２×２ を設置する。

１）天井スラブの場合

　　　天井又は梁下２０㎝まで立上げ、ボックス止めとする

２）二重天井の場合

　　　配管を天井内まで立上げる

　　おいても適切に固定する。

５）ビニル管の接合方法

　　・ 接着接合　　・ ゴム輪接合

　　ビニル管の接合方法をゴム輪接合とする場合、継手部には

　　離脱防止金具を使用する。

６）ポリエチレン管の接合方法　

　　　５０Ａ以下　・ メカニカル接合　・ 電気融着接合

　　　７５Ａ以上　・ 電気融着接合

　　水道用ポリエチレン二層管は５０Ａ以下とする。

７）給水用高密度ポリエチレン管を使用する場合の配管支持間隔は

　　レス鋼管継手はハウジング継手とする。

３）架橋ポリエチレン管及びポリブテン管の接合方法

　　・ さや管ヘッダー工法　・ ヘッダー工法（保温付管）　

　　・ 分岐工法（ ・ 融着接合　・ メカニカル接合 ）

４）架橋ポリエチレン管及びポリブテン管の支持間隔は標準仕様書に

　　よるほか、メーカーの示す施工方法に準じ分岐部及び曲がり部に

３．管の接合等 １）鋼管と塩化ビニル管の接合は５０Ａ以下をユニオンシモク接合

　　とし、管端防食継手との接合の際は異種管接続用管端防食管継手

　　を使用する。６５Ａ以上の接合はフランジ接合とする。

２）６０Ｓｕ以下のステンレス鋼管継手は一般配管用ステンレス鋼管

　　の鋼管継手性能基準による継手とする。７５Ｓｕ以上のステン

４．弁

土中配管に使用する弁は埋設用とする。

給水引き込み部は水道事業者の指定品とする。

・ 定流量弁（ ・ 流量固定式　・ 流量調整式 ）

３）フレキシブルジョイントは（ ・ ステンレス製 ・ 合成ゴム製 ）

　　とする。

４）屋外に設置するタンクの積雪耐荷重は２ＫＰａ以上とする。

５）マンホールは、気密姓を有する構造とし、断熱性を有するタンク

　　の場合には保温形（二重蓋構造等）とする。

６）タンクから排水バルブまでの配管は給水設備に準ずる。

７）ドレン配管はタンク本体から支持する。

１）マンホールカバーは施錠する。

２）電極棒取付材及び電極棒の取付は本工事とする。

５．タ　ン　ク

６．空 気 抜 き 空気溜まりを生ずる箇所には、操作の容易な位置に空気抜き装置を

設ける。

７．電 気 工 事 １）電源供給は（ ・ 本工事　・ 別途電気工事 ）

２）操作、制御回路は本工事とする。　　

　　（ ・ 一括警報用無電圧端子付とする ）

図示なき弁の耐圧は１０ｋとする。

　　標準仕様書及びメーカー施工標準のうち短い方を適用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

５．下水道事業管理者 ･

４．マンホール蓋

２）塗装はSHASE-S 209による。

１）マンホール蓋は鎖付とする。

３）マンホール用手かぎを１組納品する。

３．通　気　口 ・ ベンドキャップ（ ＶＣ：アルミ製 ）

・ 排水用通気（ 吸気 ）弁（ 樹脂製 ）

２．小口径汚水桝 ＶＰ管を接続する場合はＶＰ－ＶＵ変換ソケットを使用する。

（ 建物から屋外第１桝までのＶＰ管の接続は除く ）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＷＳＰ ０４２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ＪＩＳ Ｋ ９７９７）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＳ－ＶＵ）

　　　　　　　　　　　　　 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ ・ ＶＰ　・ ＶＵ ）

　　・ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）

９）建物から屋外第一桝まではＶＰ管とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（ＡＳ ５８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＪＩＳ Ｋ ９７９７）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

　　　　　　　　　　　　　 （ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ ・ ＶＰ　・ ＶＵ ）

８）屋外埋設雑排水管

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＳ－ＶＵ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（ＡＳ ５８）

　　・ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

　　　　＊ 使用箇所は図記による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ＪＩＳ Ｋ ９７９８）

　　・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（Ｄ－ＶＡ）

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

２）屋内雑排水管

　　・ 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（ＮＥＴＩＳ登録品）

７）屋外埋設汚水管

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＷＳＰ ０３２）

　　・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（Ｄ－ＶＡ）

５）屋外露出雑排水管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

６）屋外露出通気管

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（Ｄ－ＶＡ）

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

４）屋外露出汚水管

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＷＳＰ ０３２）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＰ）

　　・ 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（ＮＥＴＩＳ登録品）

　　・ 耐火二層管（国土交通大臣認定品）

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

３）屋内通気管

　　・ 耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（ＮＥＴＩＳ登録品）

　　・ 耐火二層管（国土交通大臣認定品）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＷＳＰ ０４２）

備

設

水

排

４
　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

１）屋内汚水管１．配 管 材 料

　　・ 耐火二層管（国土交通大臣認定品）

　　・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（Ｄ－ＶＡ）

３．消火器ボックス １）屋外　・ 樹脂製　　・　　　　　　　　　

２）屋内　・ 図示　　　・　　　　　　　　　　　　

（施工場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．保　　温 消火配管の保温仕様は、給水管を準用する。

５．弁 の 耐 圧

６．所轄消防署 ･

６

ガ

ス

設

備

２）コンクリート埋込　

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

３）土中埋設

　　・ ガス用ポリエチレン管（ＪＩＳ Ｋ ６７７４）

１．配 管 材 料 １）屋内一般

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

　　・ ポリエチレン被覆鋼管ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

　　・ ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

２．ガスメーター ・ ガス事業者貸与（配管はメーターユニオンまで本工事）

・ 買取

３．ガスコック １）過流出安全装置付とする。

２）ゴムキャップ付とする。

３）ボックスコックは押回しカチットタイプとする。

４．そ　の　他 １）配管には必要に応じ水抜装置を取付ける。

２）都市ガス工事はガス事業者の指定業者の施工とする。

３）実験用高圧ガスは請負者の責任施工とする。

４）ガス器具はガス事業者認定品（都市ガス）とする。

５）ガス器具は検定合格品（液化石油ガス）とする。

６）都市ガスはガス供給事業者の供給約款による。

７

給

湯

設

備

　　・ 一般配管用ステンレス綱鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

　　・ 銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００）

　　・ 被覆銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００）

　　・ 架橋ポリエチレン管（ＪＩＳ Ｋ ６７６９）

　　・ ポリブテン管（ＪＩＳ Ｋ ６７７８）

２）油配管

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ黒）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

１．配 管 材 料 １）給湯配管

　　・ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

　　　　　　　　　（ＳＧＰ－ＨＶＡ）（ＪＩＳ Ｋ １４０）

２．管の接合等 架橋ポリエチレン管及びポリブテン管の支持間隔は標準仕様書に

よるほか、メーカーの示す施工方法に準じ分岐部及び曲がり部に

おいても適切に固定する。

３．電 気 工 事 １）電源供給　・ 別途電気設備工事　・ 本工事

２）操作、制御回路は本工事とする。　

　　（ ・ 一括警報用無電圧接点付とする ）

４．弁 の 耐 圧

ただし、水道直結部分及び図示により示す部分は１０ｋとする。

５．空 気 抜 き 空気溜まりを生ずる箇所には、操作の容易な位置に空気抜き装置を

設ける。

８

浄

化

槽

設

備

　（ ・ 担体流動生物濾過方式　・ 嫌気分離接触ろ床方式 ）

・ その他　（　　                         　　　　　　　　　）

１．処理種別及び方式 ・ 小規模合併処理

・ 合併処理（　　　　　　　                         　　　　）

図示なき弁の耐圧は１０ｋとする。

図示なき弁の耐圧は５ｋとする。

２．人槽算定式

図示による３．そ　の　他

空

調

設

備

・

換

気

設

備

　　・ 架橋ポリエチレン管（ＪＩＳ Ｋ ６７６９）

　　・ ポリブテン管（ＪＩＳ Ｋ ６７７８）

　　・ 空調配管用高性能ポリエチレン管（ＮＥＴＩＳ登録品）

　　・ 一般配管用ステンレス鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

　　・ 給水用高密度ポリエチレン管（ＰＷＡ ００５）

２）冷温水

　　・ 一般配管用ステンレス鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

１．配 管 材 料 １）給水

　　・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

　　　　（注）架橋ポリエチレン管及びポリブテン管はファンコイル

　　　　　　  ユニット機器接続部のみに使用する。

４）蒸気給気

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ黒）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

５）油　

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ黒）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４６９）

６）蒸気還管

　　・ 圧力配管用炭素綱鋼管（ＳＴＰＧ３７０黒Ｓｃｈ４０）

７）冷媒

　　・ 冷媒用断熱材被覆銅管（ポリエチレン保温材（難燃性））

　　・ 一般配管用ステンレス鋼管（ＪＩＳ Ｇ ３４４８）

　　・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＡ）

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ 給水用高密度ポリエチレン管（ＰＷＡ ００５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （ＪＷＷＡ Ｋ １１６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＪＩＳ Ｇ ３４５４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＪＣＤＡ ０００９）

３）冷却水

８）ドレン

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｇ ３４５２）

　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）（ＪＩＳ Ｋ ６７４１）

　　・ 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管

９）６０Ｓｕ以下のステンレス鋼管継手は一般配管用ステンレス鋼管

　　の管継手性能基準による継手とする。７５Ｓｕ以上のステンレス

　　鋼管継手はハウジング継手とする。

９

２）架橋ポリエチレン管及びポリブテン管の支持間隔は標準仕様書に

　　よるほか、メーカーの示す施工方法に準じ分岐部及び曲がり部に

　　おいても適切に固定する。

　　を使用する場合の配管支持間隔は標準仕様書及びメーカー施工

２．管の接合等 １）給水用高密度ポリエチレン管、空調配管用高性能ポリエチレン管

　　標準のうち短い方を適用する。

　　ジョイント

３．フレキシブル ステンレス製ベローズ形とする。

４．空 気 抜 き 空気溜まりを生ずる箇所には、操作の容易な位置に空気抜き装置を

設ける。

　　・ コーナーボルト工法

　　　（ ・ 共板フランジ　・ スライドオンフランジ ）

　　５００Ｐａを超えるものはアングル工法とする。

２）円形ダクト

　　・ 亜鉛鉄板製（スパイラルダクト）

　　・ 硬質塩化ビニル製（ＶＵ管）

３）防火区画貫通部の施工

　　する。

５．ダ　ク　ト １）長方形ダクトの製作

　　・ アングルフランジ工法

　　ただし、長辺が１５００㎜を超えるもの及び、最大静圧が

　　貫通する部分の前後１５０㎜以上を１．６㎜の鋼板製と

６．吹出口、吸込口 １）枠及びスリットの材質はアルミニウム製とする。

２）着色　　・ する　　・ しない

７．点　検　口 サプライチャンバー、リターンチャンバー等には点検口

（４５０×６００）を取り付ける。

８．チャンバー 外壁に面するガラリに設けるチャンバーは有効なドレン装置を

設置すること。

　 ただし、ルームエアコン、パッケージ形マルチ室内機、カセット

　 形全熱交換器、カセット形ファンコイルを除く。

９．予備フィルター

・ フィルター装着枚数の（ ・ １００％　　・　   　　％）

取り付けること。

煙道内の排気流速が安定している直管部分に８０φのものを

着色　・ する　　・ しない

・ 図示による。

日本冷凍空調工業会（冷凍空調機器用水質ガイドライン）による。

定格電流値が２０Ａを超える機器は高調波対策を施す。

図示なき弁の耐圧は５ｋとする。

自

動

制

御

設

備

１．自動制御方式10 図示による

　（仕様は図示による）

２．中央監視装置 ・ 有り（ ・ 本工事　　・ 別途工事 ）　　・ 無し

３．電 源 装 置 ・ 要（ ・ 本工事　　・ 別途工事 ）　　・ 不要

４．温度調節器等 取付け高さは　　　・ １３００㎜　　・                         

５．計装工事の配線

　　する。

１）屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線と

図示による６．そ　の　他

電

気

設

備

１．配 線 材 料 図示による。11

２．機器取付高 機器の取付高は下記を標準とする。ただし監督職員の指示により

変更することがある。

１）スイッチ　１，３００㎜（ 床上～中心 ）

３．再使用機器 取外し再使用する機器は清掃及び絶縁抵抗測定の上取付ける。

４．予 備 配 管 壁内に埋込みとなる分電盤、端子盤等には予備配管として、

Ｅ２５×２ 又は ＰＦ２２×２ を設置する。

１）天井スラブの場合

２）二重天井の場合

　　　配管を天井内まで立上げる

　　　天井又は梁下２０㎝まで立上げ、ボックス止めとする

２）原則として、次の用途に使用する電線類はＥＭケーブルとし、

　　規格は一般共通事項１９．電線類の規格による。（機器、盤類は

　　これによらなくてもよい）

　　　用途　：　① 電源線、接地線

　　　　　　　　② 電気式の調節器（サーモ、ヒューミ等）用電線

　　　　　　　　③ 各種検出部（温度、湿度等）、操作器（バルブ、

　　　　　　　　　 ダンパー等）における弱電信号、通信線を除く

　　　　　　　　　 制御線

　　天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とす

　　る。

　　水質基準

13．空調用流体の

10．ばい煙測定口

11．屋外フード類

12．弁 の 耐 圧

14．高調波対策

１．消 火 機 器 ・ 消火器（蓄圧式） 　・ １号消火栓　 　・ ２号消火栓５
・ 広範囲型２号消火栓　　　・ 易操作１号消火栓

・ 屋外消火栓　　　・ 連結送水管　　　・ スプリンクラー

・ パッケージ型消火器　 　・　　　　　　　　　消
（ 仕様は図示による ）

火
２．配 管 材 料 １）隠ぺい、露出部分

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｋ ３４５２）設
２）土中埋設

　　・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（ＳＧＰ－ＶＳ）備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＷＳＰ ０４１）

　　・ 消火設備配管用高性能ポリエチレン管（ＰＬ０６０号）

　　　（注）性能認定品以外を使用する場合は消防法施行令第３２条

　　　 による申請を行う。　

５

消

火

設

備

・ 広範囲型２号消火栓　　　・ 易操作１号消火栓

・ 屋外消火栓　　　・ 連結送水管　　　・ スプリンクラー

・ 消火器（蓄圧式） 　・ １号消火栓　 　・ ２号消火栓

・ パッケージ型消火器　 　・　　　　　　　　　

２）土中埋設

２．配 管 材 料

　　・ 配管用炭素綱鋼管（ＳＧＰ白）（ＪＩＳ Ｋ ３４５２）

１）隠ぺい、露出部分

　　・ 消火設備配管用高性能ポリエチレン管（ＰＬ０６０号）

　　　 による申請を行う。　

　　　（注）性能認定品以外を使用する場合は消防法施行令第３２条

　　・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（ＳＧＰ－ＶＳ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＷＳＰ ０４１）

（ 仕様は図示による ）

１．消 火 機 器 

（65Ａ以上）

（50Ａ以下）

（50Ａ以下）

（65Ａ以上）

（50Ａ以下）

５．下水道事業管理者 雲南市下水道局

雲南市消防本部


